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１．申請の概要 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の一部の共用に係る変更（以下「本変更」

という。）は，廃棄物管理施設の固体廃棄物貯蔵設備と同様な機能を有す

る第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

（以下「第１貯蔵系」という。）を廃棄物管理施設と共用するものである。

（図１参照） 

これにより，廃棄物管理施設の固体廃棄物貯蔵設備の最大保管廃棄能

力の増加を図るものである。 

既存の第１貯蔵系を共用することから，施設の変更（改造や設置等）

を伴わない。 

 

 

    

 

 

 

 

 

： 第１貯蔵系を示す。 

地上１階                地上２階 

図１ 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図 
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２．変更の内容 

２－１ 共用する範囲 

廃棄物管理施設の固体廃棄物貯蔵設備と同様な機能を有し，しゅん工

施設である既存の第１貯蔵系を共用範囲とする。 

また，適合のために必要な既許可で共用済みの設備に加え，第１貯蔵

系に係わる火災感知設備及び消火設備，放射線監視設備のうち放射線サー

ベイ機器の一部並びに運転予備用ディーゼル発電機を共用する。 

【補足説明資料１】 

 

２－２ 再処理事業変更許可申請書の変更箇所 

「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業

指定基準規則」という。）へ適合させるため，以下下線のとおり再処理事

業変更許可申請書を変更する。 

また，再処理事業変更許可申請書の変更箇所であり，前回資料からの

変更でもある箇所については，囲み線及び下線で表記する。 

なお、共用に伴い変更する図・表については、表１に示すこととし記

載内容は省略する。 

① 火災防護設備 

＜本文＞ 

 リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備 

  (４) その他の主要な事項 

  (ⅲ) 火災防護設備 

((省略)) 

火災感知設備は，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びア

ナログ式の熱感知器を組み合わせて設置することを基本とするが，各
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火災区域又は火災区画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空

気流等の環境条件や火災の性質を考慮し，上記の設置が適切でない場

合においては，非アナログ式の炎感知器（熱感知カメラ含む），非ア

ナログ式の熱感知器等の火災感知器も含めた中から２つの異なる種類

の感知器を設置する。また，中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室で常時監視可能な火災受信器盤を設置する。 

火災感知設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，安全上重要な施設の

安全機能を損なわない設計とし，火災発生時の煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難である火災区域又は火災区画であるかを考

慮し，固定式消火設備等を設置する。 

消火設備のうち，消火用水を供給する消火水供給設備は，廃棄物管

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，消火設備のうち，消火栓設

備の一部，消火器の一部及び防火水槽の一部は，廃棄物管理施設と共

用する。 

((省略)) 

 

＜添付書類六＞ 

1.5.1.3.1 火災感知設備 

 (５) 他施設との共用 

   火災感知設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 

   廃棄物管理施設と共用する火災感知設備は，共用によっても早期の

火災感知に変更がない設計とすることで，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない設計とする。 
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1.5.1.3.2 消火設備 

 (16) 他施設との共用 

消火用水貯槽に貯留している消火用水を供給する消火水供給設備は，

廃棄物管理施設及びウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設

（以下「ＭＯＸ燃料加工施設」という。）と共用する。 

また，消火栓設備の一部，消火器の一部及び防火水槽の一部は，廃

棄物管理施設と共用する。 

廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火水供給設備

並びに廃棄物管理施設と共用する消火栓設備及び防火水槽は，廃棄物

管理施設又はＭＯＸ燃料加工施設へ消火水を供給した場合においても

再処理施設で必要な容量を確保できる設計とする。また，消火水供給

設備においては，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止す

ることにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の

異常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とする。 

さらに，廃棄物管理施設と共用する区域の消火器は，必要量の消火

剤を配備する設計とする。 

以上より，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計と

する。 

 

9.10 火災防護設備 

9.10.1 安全機能を有する施設に対する火災防護設備 

9.10.1.1 概  要 

((省略)) 

また，火災及び爆発の影響軽減のための対策を前提とし，設備等の設

置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に，再処理施設内の火災及び爆
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発に対しても，安全上重要な施設の多重化されたそれぞれの系統が同時

に機能を失うことなく，安全機能に影響がないことを，火災影響評価に

より確認する。 

火災感知設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。また，消火設備

の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，火災影響

軽減設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

火災感知設備系統概要図及び消火水供給設備系統概要図を，それぞれ

第９.10－１図及び第９.10－２図に示す。 

 

9.10.1.2 設計方針 

(４) 廃棄物管理施設と共用する火災感知設備は，共用によっても早期の

火災感知に変更がない設計とすることで，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない設計とする。 

(５) 廃棄物管理施設と共用する区域の消火器は，必要量の消火剤を配備

する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。 

 

9.10.1.4 主要設備 

 (２) 火災感知設備 

((省略)) 

また，熱感知カメラ（サーモカメラ）は非アナログ式であるが，赤

外線による熱感知であるため，炎感知器とは異なる感知方式である。 

火災感知設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 

((省略)) 
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9.10.1.6 評  価 

 (６) 廃棄物管理施設と共用する火災感知設備は，共用によっても早期

の火災感知に変更がない設計とすることで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない。 

 (７) 廃棄物管理施設と共用する区域の消火器は，消防法施行規則に基

づき延床面積又は床面積から算出した必要量の消火剤を配備する設計

とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

 

② 固体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃棄物貯蔵設備 

＜本文＞ 

 ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

  (３) 固体廃棄物の廃棄施設 

  (ⅰ) 構  造 

((省略)) 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，再処理施設から発生する低レベル

廃棄物を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

から発生し容器に詰められた雑固体を貯蔵する設計とする。そのため，

低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系をＭＯＸ燃

料加工施設と共用し，第２低レベル廃棄物貯蔵系の一部を廃棄物管

理施設と共用する。共用によって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。 

((省略)) 

  (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

   (ｄ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備  １ 式 

((省略)) 
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     第２低レベル廃棄物貯蔵系（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

      第１貯蔵系（廃棄物管理施設と共用） 

      第２貯蔵系 

((省略)) 

  (ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 

   (ｂ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

((省略)) 

     第２低レベル廃棄物貯蔵系（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

      第１貯蔵系（廃棄物管理施設と共用） 

                 約12,700 本（200ℓ ドラム缶換算） 

      第２貯蔵系      約42,500 本（200ℓ ドラム缶換算） 

((省略)) 

 

＜添付書類六＞ 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則」への適合性 

1.9.22 保管廃棄施設 

((省略)) 

   なお，雑固体等は，再処理事業の開始から53,158本貯蔵（令和４

年５月31日現在）していることから，これ以降の貯蔵容量は，再処

理設備本体の運転開始以降の雑固体等（推定年間発生量約5,700本），

ＭＯＸ燃料加工施設の雑固体（推定年間発生量約1,000本）及び廃棄

物管理施設の雑固体(推定年間発生量約75本)を考慮しても，約５年

分である。 

   また，再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及
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び貯蔵に係る施設から発生する雑固体及び低レベル濃縮廃液の固化体

は，再処理事業の開始から26,035本貯蔵（令和４年５月31日現在）

していることから，これ以降の貯蔵容量は約７年分である。 

((省略)) 

 

7.4  固体廃棄物の廃棄施設 

7.4.1   概    要 

 固体廃棄物の廃棄施設は，各施設及び公益財団法人核物質管理センター

が運営する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」という。）で発生す

る高レベル廃液，低レベル濃縮廃液，廃溶媒，雑固体等をそれぞれの性状

に応じて固化，乾燥，熱分解，焼却等の処置を施し容器に詰めた後，又は

貯槽に受け入れた後，保管廃棄する施設であり，以下の設備で構成する。

また，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設で発生し容器に詰められた

雑固体を保管廃棄する。 

((省略)) 

 ＭＯＸ燃料加工施設で容器に詰められ第２低レベル廃棄物貯蔵建屋に

運搬された雑固体は，クレーン等により低レベル廃棄物貯蔵設備の第２

低レベル廃棄物貯蔵系に受け入れる。また，廃棄物管理施設で容器に詰

められ第２低レベル廃棄物貯蔵建屋に運搬された雑固体は，クレーン等

により低レベル廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵

系に受け入れる。 

 

7.4.5   低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

7.4.5.1  概  要 

((省略)) 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
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また，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と

共用する。 

 

7.4.5.2   設計方針 

  (３) 共  用   

   低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用し，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベ

ル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。ＭＯＸ

燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体の性状に対し

て，再処理施設で発生する雑固体と雑固体の種類，表面線量当量率，

質量その他の廃棄物特性が同等のものであることを確認して保管す

る。ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体を考

慮しても約５年分の貯蔵容量を有する設計とすることで，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

7.4.5.3   主要設備の仕様 

((省略)) 

 また，第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。 

 

7.4.5.4   系統構成及び主要設備 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生する低レベル固体

廃棄物（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及びＢＰ

の処理物，低レベル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，雑固体の処

理物等），ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体
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を貯蔵する能力を有する。 

((省略)) 

ｆ．第２低レベル廃棄物貯蔵系 

（ａ） 第１貯蔵系 

 第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理

設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理

物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄

物処理系から発生する雑固体の処理物等，各種施設から発生する低レベ

ル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰め

たドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生す

る雑固体が詰められたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃

棄物貯蔵建屋の地上１階に設置する。 

((省略)) 

また，第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低

レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系及び第

２貯蔵系並びに第４低レベル廃棄物貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処

理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処

理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体

廃棄物処理系から発生する雑固体の処理物等並びに各種施設から発生

する雑固体を再処理事業の開始から約27年分の貯蔵容量を有する設計

とする。 

第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル

廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系及び第４低レ

ベル廃棄物貯蔵系は，再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃

料の受入れ及び貯蔵に係る施設を使用して，使用済燃料の受入れ及び
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貯蔵を行う場合に発生する雑固体並びに低レベル固体廃棄物処理設備

の低レベル濃縮廃液処理系の固化装置のしゅん工（平成19年３月30

日）後に発生する低レベル濃縮廃液の固化体を再処理事業の開始から

約30年分の貯蔵容量を有する設計とする。 

 

7.4.5.6   評  価 

  (２) 貯蔵等に関する考慮 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生した低レベル固

体廃棄物，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生した雑固

体を約５年分貯蔵することができる。 

  (３) 共  用   

   低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用し，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベ

ル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。ＭＯＸ

燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生した雑固体の性状に対し

て，再処理施設で発生した雑固体と雑固体の種類，表面線量当量率，

質量その他の廃棄物特性が同等のものであることを確認して保管し，

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生した雑固体を考慮し

ても約５年分の貯蔵容量を有する設計とすることで，共用によって再

処理施設の安全性を損なわない。 

 

＜添付書類七＞ 

4.4 固体廃棄物処理 

4.4.1 固体廃棄物の種類と発生量 

 (６) 雑固体は，焼却可能なものは焼却装置で焼却した後，圧縮成型装置
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で圧縮成型し，ドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。また，焼却し

ないものは圧縮減容装置で圧縮減容した後，ドラム缶等に詰め，又は，

直接ドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。また，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物燃料加工施設（以下、「ＭＯＸ燃料加工施設」とい

う。）及び廃棄物管理施設で発生しドラム缶等に詰められた雑固体は，

そのまま貯蔵室に貯蔵する。 

 

③ 放射線監視設備 

＜本文＞ 

チ．放射線管理施設の設備 

   (１) 屋内管理用の主要な設備の種類 

   (ⅲ) 放射線監視設備 

管理区域の主要箇所の放射線レベル又は放射能レベルを監視する

ための屋内モニタリング設備として，エリアモニタ，ダストモニタ

及び臨界警報装置を設ける。また，放射線サーベイに使用する放射

線サーベイ機器を備える。 

放射線サーベイ機器の一部は，廃棄物管理施設と共用し，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

＜添付書類六＞ 

8.1.4.3 放射線監視設備 

 (３) 放射線サーベイ機器 

   平常時及び事故時の外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性

物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質

の密度を測定，監視するために，放射線サーベイ機器を備える。 
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放射線サーベイは，外部放射線に係る線量当量率については携帯用

の各種サーベイメータにより，空気中の放射性物質の濃度については

サンプリング法により，また，放射性物質によって汚染された物の表

面の放射性物質の密度についてはサーベイメータ又はスミヤ法による

放射能測定により行う。 

放射線サーベイ機器のガンマ線用サーベイメータは，廃棄物管理施

設と共用する。 

共用する放射線サーベイ機器は，仕様及び測定に係る運用を各施設

で同一とする設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。 

((省略)) 

 

④ 電気設備 

＜添付書類六＞ 

9.2 電気設備 

9.2.1 設計基準対象の施設 

9.2.1.1 概要 

((省略)) 

 東北電力ネットワーク株式会社電力系統の154ｋＶ送電線２回線から

受電開閉設備で受電し，受電変圧器を通して再処理施設に給電を行っ

ているが，当該電気設備のうち，受電開閉設備，ユーティリティ建屋

の１号受電変圧器及び２号受電変圧器，所内高圧系統のうち6.9ｋＶ常

用主母線を廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，給電を

行う設計とする。また，ユーティリティ建屋の運転予備用ディーゼル

発電機を廃棄物管理施設と共用する。受電開閉設備，第２ユーティリ

16



1－14 

 

ティ建屋の３号受電変圧器及び４号受電変圧器，所内高圧系統並びに

第２運転予備用ディーゼル発電機をＭＯＸ燃料加工施設と共用し，給

電を行う設計とする。なお，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射線監

視設備のモニタリングポストは，第１非常用ディーゼル発電機を非常

用電源とする設計とすることから，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の6.9ｋＶ常用母線，6.9ｋＶ非常用母線，460Ｖ非常用母線，第１

非常用ディーゼル発電機及びその燃料を供給する重油タンクについて

も，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 再処理施設は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設との共用に

よって安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよ

う，機器の損壊，故障その他の異常を検知した場合，常用主母線又は

運転予備用主母線の遮断器により故障箇所を隔離し，故障による影響

を局所化し，他の安全機能への影響を限定するとともに，受電変圧器

については，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設への給電を考慮

しても十分な容量を有することから，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

((省略)) 

 

9.2.1.2 設計方針 

 (17) 電気設備のうち他施設と共用する第１非常用ディーゼル発電機及

びその燃料を供給する燃料貯蔵設備並びに運転予備用ディーゼル発

電機は，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

9.2.1.4.5 ディーゼル発電機 

 (３) 運転予備用ディーゼル発電機（廃棄物管理施設と共用） 

   運転予備用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，運転
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予備用母線に接続する負荷の電源を確保する設備として１台設置する。 

また，燃料貯蔵設備を設け，運転予備用ディーゼル発電機の燃料

油系により，運転時に連続して燃料を供給できる設計とする。 

運転予備用ディーゼル発電機で発生する熱の除去は，その他再処

理設備の附属施設の一般冷却水系で行う設計とする。 

   運転予備用ディーゼル発電機は，廃棄物管理施設と共用する火災感

知設備へ給電する設計とすることから，運転予備用ディーゼル発電機

についても，廃棄物管理施設と共用する。 

 

9.2.1.7 評価 

 (18) 電気設備のうち他施設と共用する第１非常用ディーゼル発電機

及びその燃料を供給する燃料貯蔵設備は，給電先が共用するモニタ

リングポストであり，必要となる電力及び燃料が増加するものでは

ないことから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

   また，運転予備用ディーゼル発電機は，給電先が共用する火災感

知設備であり，必要となる電力及び燃料が増加するものではないこ

とから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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表１ 再処理事業変更許可申請書変更箇所一覧（１／２） 

「再処理施設の位置、構

造及び設備の基準に関す

る規則」の適合に必要な

条・項・号 

新たに共用す

る設備 

再処理事業変更許可申請書変更箇所 

本文 添付書類 

第五条 

第１項 

・火災感知設

備の一部 

・消火設備の

一部 

火災感知設備の一部及び消火設備の一部を共用する旨を

追記 

四、再処理施設の位置，

構造及び設備並びに

再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，

構造及び設備 

・リ．その他再処理設備

の附属施設の構造及

び設備 

(４) その他の主要な事

項 

(ⅲ) 火災防護設備 

添付書類六 

・9.10.1.1 概要 

・9.10.1.4 主要設備 

・第9.10-2表 消火設備の

主要設備の仕様 

第十五条 

第７項 

共用しても安全性を損なわない旨を追記 

 添付書類六 

・1.5.1.3.1 火災感知設

備 

・1.5.1.3.2 消火設備 

・9.10.1.2 設計方針 

・9.10.1.6 評価 

第二十二条 

第１項 

第一号 

・第１貯蔵系 第１貯蔵系を共用する旨を追記 

四、再処理施設の位置，

構造及び設備並びに

再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，

構造及び設備 

・ト．放射性廃棄物の廃棄

施設の構造及び設備 

(３) 固体廃棄物の廃棄

施設 

(ⅰ) 構造 

(ⅱ) 主要な設備及び機

器の種類 

(ⅳ) 保管廃棄施設の最

大保管廃棄能力 

添付書類六 

・7.4.5.1 概要 

・7.4.5.3 主要設備の仕

様 

・7.4.5.4 系統構成及び

主要設備 

・第7.4-7表 低レベル固

体廃棄物貯蔵設備の主

要設備の仕様 

第十五条 

第７項 

共用に伴う貯蔵年数等の変更 

 添付書類六 

・1.9.22 保管廃棄施設 

共用しても安全性を損なわない旨を追記 

 添付書類六 

・7.4.5.2 設計方針 

・7.4.5.6 評価 
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表１ 再処理事業変更許可申請書変更箇所一覧（２／２） 

「再処理施設の位置、構

造及び設備の基準に関す

る規則」の適合に必要な

条・項・号 

新たに共用す

る設備 

再処理事業変更許可申請書変更箇所 

本文 添付書類 

第二十二条 

第１項 

第一号 

（つづき） 

・第１貯蔵系 

（つづき） 

共用に伴って，廃棄物管理施設の廃棄物を取扱う旨を

記載 

四、再処理施設の位置，

構造及び設備並びに

再処理の方法 

Ｂ．再処理の方法 

・ロ．再処理工程図 

添付書類七 

・4.4.1 固体廃棄物の種

類と発生量 

・第4.4-1表 固体廃棄物

の推定年間発生量 

第二十三条 

第１項 

・放射線サー

ベイ機器の

一部 

放射線サーベイ機器の一部を共用する旨を追記 

四、再処理施設の位置，

構造及び設備並びに

再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，

構造及び設備 

・チ．放射線管理施設の

設備 

(１) 屋内管理用の主要

な設備の種類 

(ⅲ) 放射線監視設備 

 

第十五条 

第７項 

共用しても安全性を損なわない旨を追記 

 添付書類六 

・8.1.4.3 放射線監視設

備 

第二十五条 ・運転予備用

ディーゼル

発電機 

運転予備用ディーゼル発電機を共用する旨を追記 

 添付書類六 

・9.2.1.1 概要 

・9.2.1.4.5 ディーゼル

発電機 

・9.2.1.7 評価 

第9.2―４表 ディーゼル

発電機の主要設備の仕様 

第9.2―９表 運転予備用

ディーゼル発電機の燃料貯

蔵設備の主要設備の仕様 

第十五条 

第７項 

共用しても安全性を損なわない旨を追記 

 添付書類六 

・9.2.1.2 設計方針 

・9.2.1.7 評価 

 

20



1－18 

 

３．廃棄物管理施設から受け入れる雑固体及び雑固体を封入した貯蔵容器に

ついて 

 (１) 受け入れる雑固体 

廃棄物管理施設から受け入れる雑固体は，管理区域で発生するフィル

タエレメント，ウエス，ゴム手袋等であり，これまで第１貯蔵系で受け入

れてきた再処理施設の各工程からの雑固体と同様であることから，第１貯

蔵系に保管廃棄する雑固体に変更はない。 

 

 (２) 雑固体を封入した貯蔵容器 

廃棄物管理施設から受け入れる貯蔵容器は，第１貯蔵系に保管廃棄す

る貯蔵容器と仕様を比較し，第１貯蔵系に保管廃棄する貯蔵容器として

も問題ないことを確認している。 (表２参照) 

 

上記より，廃棄物管理施設から受け入れる雑固体を第１貯蔵系に保管

廃棄する場合においても，雑固体及び貯蔵容器の取扱いに変更はない。 
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４．再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則への適合性の確認

について 

４－１ 対象条文の選定 

  本変更による事業指定基準規則への適合性確認の対象条文は，下記のフ

ローにより選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 対象条文の選定結果 

  ４－１のフローにより，以下のとおり適合性確認の対象条文又は項を選

定した。 

 (１) 適合性を確認する条文又は項 

第１貯蔵系の有する保管廃棄能力，第１貯蔵系に係わる火災感知設備

及び消火設備並びに放射線監視設備のうち放射線サーベイ機器の一部を共

用するため，適合性を確認する条文又は項は，第三条第１項及び第２項第

一号，第五条第１項，第十五条第７項，第二十二条第１項第一号並びに第

二十三条第１項となる。 
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 (２) 適合性に影響がない条文又は項 

条文又は項に共用する設備が直接該当していないことに加え，本変更

による施設の変更を伴わないこと，また，受け入れる雑固体や取り扱う貯

蔵容器に関して変更がないため，以下の条文又は項は，これまでの適合性

確認結果に影響がない条文又は項である。 

第二条，第三条第２項第二号，第四条，第五条第２項，第六条から

第十四条，第十五条第１項から第６項，第十六条から第二十一条，第

二十二条第１項第二号，第二十三条第２項，第二十四条から第二十七

条 

 

 (３) 適合性を確認する関係条文ではない条文 

第一条は，用語の定義であり，本変更内容から該当しないことが明確

な条文として，適合性の確認は不要と整理した。 

また，第１貯蔵系，第１貯蔵系に係わる火災感知設備及び消火設備並

びに放射線監視設備のうち放射線サーベイ機器の一部は，重大事故等対処

施設ではないため，第二十八条以降の重大事故等対処施設に係る条文につ

いては，本変更内容から該当しないことが明確な条文として，適合性の確

認は不要と整理した。 

 

本変更に伴う事業指定基準規則への適合性確認の対象条文の一覧表

（第二条から第二十七条）を第１表に示す。 

 

４－３ 適合性の確認方法 

第三条第１項は，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の線量評価に用いる条

件である遮蔽設計区分に基づく貯蔵室内の基準線量率と最大保管廃棄能力
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に基づく雑固体の数量及び配置に変更がないことをもって，再処理施設か

らの直接線及びスカイシャイン線の評価への影響がないことを確認する。 

第三条第２項第一号は，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋内の遮蔽設計区

分に変更がないことを確認する。第１貯蔵系の貯蔵室内においては，遮蔽

設計区分に基づく貯蔵室内の基準線量率に変更がないこと，第１貯蔵系の

貯蔵室周辺においては，上記に加えて貯蔵室の最大保管廃棄能力に基づく

雑固体の数量及び配置が遮蔽設計区分に基づく貯蔵室周辺の基準線量率に

影響するため，最大保管廃棄能力に基づく雑固体の数量及び配置に変更が

ないことをもって確認する。 

第五条第１項は，第１貯蔵系の床面積及び廃棄物管理施設から受け入

れる雑固体に変更がなく，取り扱う可燃物に変更がないことを確認する。 

第十五条第７項は，事業指定基準規則の各条文への適合性を確認する

ことを踏まえ，本条文での安全性の確認については，共用により，再処理

施設の安全性を損なわないことを確認する。 

第二十二条第１項第一号は，廃棄物管理施設から発生する雑固体の受

入れを考慮した場合の保管廃棄量推移によって，最大保管廃棄能力到達ま

での期間を求め，廃棄物管理施設から発生する雑固体を受け入れない場合

と比較しても，必要な容量を確保できることを確認する。 

第二十三条第１項は，廃棄物管理施設から受け入れる雑固体に変更が

なく，取り扱う主な放射性物質に変更がないことをもって，共用する放射

線サーベイ機器により第１貯蔵系内の放射線環境を測定及び監視できるこ

とを確認する。 

 

４－４ 適合性確認結果 

  第三条第１項について，以下により適合していることを確認した。 
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1－23 

 

  ・再処理施設からの放射線による線量評価への影響について，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋の線量評価に用いる条件である遮蔽設計区分に基

づく貯蔵室内の基準線量率と雑固体の数量及び配置に変更がないこと

から，再処理施設からの放射線による線量は既許可の評価結果（年間

約６×10-３ｍＳｖ）から変更はない。 

 

第三条第２項第一号について，以下により適合していることを確認し

た。 

・第１貯蔵系の貯蔵室内においては，同じ遮蔽設計区分に基づく基準

線量率（500μＳｖ／ｈ以下）で管理する雑固体を保管廃棄すること

から，本変更後においても遮蔽設計区分に基づく貯蔵室内の基準線

量率の変更はない。 

・第１貯蔵系の貯蔵室周辺においては，貯蔵室の最大保管廃棄能力に

基づく雑固体の数量及び配置に変更はなく，本変更後においても遮

蔽設計区分に基づく貯蔵室周辺の基準線量率の変更はない。 

・上記より，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋内の遮蔽設計区分に変更は

ない。 

【補足説明資料２】 

 

第五条第１項について，以下により適合していることを確認した。 

・共用においても第１貯蔵系の床面積に変更はないこと，及び廃棄物

管理施設から受け入れる雑固体は，管理区域から発生するフィルタ

エレメント，ウェス，ゴム手袋等であり，これまで第１貯蔵系で受

け入れてきた雑固体と同様の雑固体であることから，取り扱う可燃

物に変更はないため，既許可の設備で要求を満足する。 
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1－24 

 

第十五条第７項について，以下により適合していることを確認した。 

 (１) 第１貯蔵系の共用に対して 

・廃棄物管理施設から受け入れる貯蔵容器の材料，寸法及び重量は，

第１貯蔵系に保管廃棄する貯蔵容器の範囲内である。 

・廃棄物管理施設から受け入れる貯蔵容器は，第１貯蔵系に保管廃棄

する前に貯蔵容器の表面線量当量率を確認することにより，遮蔽設

計区分に基づく基準線量率（500μＳｖ／ｈ以下）を満足しているこ

とを確認し，保管廃棄する。 

・廃棄物管理施設から発生する雑固体の受入れを考慮した場合の最大

保管廃棄能力到達までの期間は 5.0 年となり，廃棄物管理施設から

発生する雑固体を受け入れない場合の 5.0 年と比較しても同程度の

期間であり，必要な容量が確保できる。 

 (２) 第１貯蔵系に係わる火災感知設備及び消火設備の共用に対して 

・共用においても第１貯蔵系の床面積に変更はないこと，及び廃棄物

管理施設から受け入れる雑固体は，管理区域から発生するフィルタ

エレメント，ウェス，ゴム手袋等であり，これまで第１貯蔵系で受

け入れてきた雑固体と同様の雑固体であることから，取り扱う可燃

物に変更はないため，共用する火災感知設備及び消火設備により感

知及び消火できる。 

 (３) 放射線監視設備のうち放射線サーベイ機器の一部の共用に対して 

・廃棄物管理施設から受け入れる雑固体は，これまで第１貯蔵系で受

け入れている再処理施設の雑固体と同様であることから，廃棄物管

理施設からの受入れにおいても主な放射性物質に変更はないため，

共用する放射線サーベイ機器により第１貯蔵系内の放射線環境を測

定及び監視できる。 
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1－25 

 

 (４) 運転予備用ディーゼル発電機の共用に対して 

・共用においても施設の変更を伴わず，給電先に変更がないため，必

要となる電力及び燃料が増加するものではない。 

・上記より，共用により，再処理施設の安全性が損なわれない。 

【補足説明資料３】 

 

第二十二条第１項第一号について，以下により適合していることを確

認した。 

・廃棄物管理施設から発生する雑固体の受入れを考慮した場合の最大

保管廃棄能力到達までの期間は 5.0 年となり，廃棄物管理施設から

発生する雑固体を受け入れない場合の 5.0 年と比較しても同程度の

期間であり，必要な容量が確保できる。 

【補足説明資料４】 

 

第二十三条第１項について，以下により適合していることを確認した。 

・廃棄物管理施設から受け入れる雑固体は，これまで第１貯蔵系で受

け入れている再処理施設の雑固体と同様であることから，廃棄物管

理施設からの受入れにおいても主な放射性物質に変更はないため，

共用する放射線サーベイ機器により第１貯蔵系内の放射線環境を測

定及び監視できる。 

 

本変更による事業指定基準規則（第二条から第二十七条）への適合性

の確認結果を第２表に示す。 

 

  以上より，本変更は事業指定基準規則に適合していることを確認した。 
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第１表 本変更に伴う事業指定基準規則への適合性確認の対象条文の
一覧表（第二条から第二十七条）（1/2）

適合性
確認

第二条 核燃料物質の臨界防止 － △

第１項 ●

第２項第一号 ●

第２項第二号 △

第四条 閉じ込めの機能 － △

第１項 ●

第２項 △

第六条 安全機能を有する施設の地盤 － △

第七条 地震による損傷の防止 － △

第八条 津波による損傷の防止 － △

第九条 外部からの衝撃による損傷の防止 － △

第十条
再処理施設への人の不法な侵入等
の防止

－ △

第十一条 溢水による損傷の防止 － △

第十二条 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 － △

第十三条 誤操作の防止 － △

第十四条 安全避難通路等 － △

第１項 △

第２項 △

第３項 △

第４項 △

第５項 △

第６項 △

第７項 ●

第十六条
運転時の異常な過渡変化及び
設計基準事故の拡大の防止

－ △

第十七条 使用済燃料の貯蔵施設等 － △

第十八条 計測制御系統施設 － △

●：
△： 適合性に影響がない条文又は項

条・項

適合性を確認する条文又は項

第三条 遮蔽等

第十五条 安全機能を有する施設

第五条 火災等による損傷の防止
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第１表 本変更に伴う事業指定基準規則への適合性確認の対象条文の
一覧表（第二条から第二十七条）（2/2）

適合性
確認

第十九条 安全保護回路 － △

第二十条 制御室等 － △

第二十一条 廃棄施設 － △

第１項第一号 ●

第１項第二号 △

第１項 ●

第２項 △

第二十四条 監視設備 － △

第二十五条 保安電源設備 － △

第二十六条 緊急時対策所 － △

第二十七条 通信連絡設備 － △

●：

△： 適合性に影響がない条文又は項

条・項

適合性を確認する条文又は項

第二十二条 保管廃棄施設

第二十三条 放射線管理施設
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第
２
表
 

本
変
更
に

よ
る
事

業
指
定
基

準
規
則

（
第

二
条

か
ら

第
二

十
七

条
）

へ
の

適
合

性
の

確
認

結
果

に
つ

い
て

 

 
事
業
指

定
基
準

規
則

 
適

合
性

の
確

認
結

果
 

（
核
燃

料
物

質
の

臨
界

防
止

）
 

第
二
条

 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は
、

核
燃

料
物
質
が

臨
界
に

達
す

る
お
そ
れ

が
な

い
よ

う
に

す
る
た

め
、

核
的

に
安

全
な

形
状

寸
法
に

す
る

こ
と
そ
の

他
の
適

切
な

措
置
を
講

じ
た

も
の

で

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 
再

処
理

施
設

に
は

、
臨

界
警

報
設
備

そ
の

他
の
臨
界

事
故
を

防
止

す
る
た
め

に
必
要

な
設

備

を
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
受

け
入

れ
る

雑
固

体
や

主
な

放
射

性
物

質
に

変
更

が
な

い
た

め
。

 

（
遮
蔽

等
）

 

第
三
条
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設
は
、

運
転

時
及
び
停

止
時
に

お
い

て
再
処
理

施
設

か
ら

の
直

接
線
及

び
ス

カ
イ

シ
ャ

イ
ン

線
に

よ
る
工

場
等

周
辺
の
線

量
が
十

分
に

低
減
で
き

る
よ

う
、

遮

蔽
そ
の

他
適

切
な

措
置

を
講

じ
た

も
の
で

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

 

２
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、

工
場

等
内

に
お

け
る

放
射

線
障

害
を

防
止

す
る

必
要

が
あ

る

場
合

に
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の
で

な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。

 

一
 

管
理

区
域

そ
の

他
工

場
等

内
の

人
が

立
ち

入
る

場
所

に
お

け
る

線
量

を
低

減
で

き
る

よ

う
、

遮
蔽

そ
の

他
適

切
な

措
置
を

講
じ
た

も
の

と
す
る
こ

と
。

 

二
 

放
射

線
業

務
従

事
者

が
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
及

び
設

計
基

準
事

故
時

に
お

い

て
、

迅
速

な
対

応
を

す
る

た
め
に

必
要
な

操
作

が
で
き
る

も
の
と

す
る

こ
と
。

 

第
１

項
に

つ
い

て
，

以
下

に
よ

り
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

・
第

２
低

レ
ベ

ル
廃

棄
物

貯
蔵

建
屋

の
線

量
評

価
に

用
い

る
条

件
で

あ
る

遮
蔽

設
計

区
分

に
基

づ

く
貯

蔵
室

内
の

基
準

線
量

率
と

雑
固

体
の

数
量

及
び

配
置

に
変

更
が

な
い

こ
と

か
ら

，
再

処
理

施
設

か
ら

の
放

射
線

に
よ

る
線

量
は

既
許

可
の

評
価

結
果

（
年

間
約

６
×

1
0-

３
ｍ

Ｓ
ｖ
）
か
ら

変
更

は
な

い
。

 

第
２

項
第

一
号

に
つ

い
て

，
以

下
に

よ
り

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 

・
第

１
貯

蔵
系

の
貯

蔵
室

内
に

お
い

て
は

，
同

じ
基

準
線

量
率

（
5
0
0
μ

Ｓ
ｖ

／
ｈ

以
下

）
で

管

理
す

る
雑

固
体

を
保

管
廃

棄
す

る
こ

と
か

ら
，

本
変

更
後

に
お

い
て

も
遮

蔽
設

計
区
分
に

基
づ

く
貯

蔵
室

内
の

基
準

線
量

率
の

変
更

は
な

い
。

 

・
第

１
貯

蔵
系

の
貯

蔵
室

周
辺

に
お

い
て

は
，

貯
蔵

室
の

最
大

保
管

廃
棄

能
力

に
基

づ
く

雑
固

体

の
数

量
及

び
配

置
に

変
更

は
な

く
，

本
変

更
後

に
お

い
て

も
遮

蔽
設

計
区

分
に

基
づ

く
貯

蔵
室

周
辺

の
基

準
線

量
率

の
変

更
は

な
い

。
 

・
上

記
よ

り
，

第
２

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
貯

蔵
建

屋
内

の
遮

蔽
設

計
区

分
の

変
更

は
な

い
。

 

第
２

項
第

二
号

に
つ

い
て

，
以

下
に

よ
り

適
合

性
に

影
響

は
な

い
。

 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
受

け
入

れ
る

雑
固

体
や

主
な

放
射

性
物

質
に

変
更

が
な

い
こ

と
か

ら
，

事
故

等
の

選
定

結
果

に
変

更
が

な
い

た
め

。
 

以
上

よ
り

，
第

三
条

に
つ

い
て

，
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

（
詳

細
は

，
補

足
説

明
資

料
２

を
参

照
）

 

（
閉
じ

込
め

の
機

能
）

 

第
四
条
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設
は
、

放
射

性
物
質
を

限
定
さ

れ
た

区
域
に
適

切
に

閉
じ

込
め

る
こ
と

が
で

き
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
受

け
入

れ
る

雑
固

体
や

取
り

扱
う

貯
蔵

容
器

に
関

し
て

変
更

が
な

い

た
め

。
 

（
火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）

 

第
五
条

 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は
、

火
災

又
は
爆
発

に
よ
り

再
処

理
施
設
の

安
全
性

が
損

な

わ
れ
な

い
よ

う
、

火
災

及
び

爆
発

の
発
生

を
防

止
す
る
こ

と
が
で

き
、

か
つ
、
消

火
を

行
う

設

備
（
以

下
「

消
火

設
備

」
と

い
い

、
安
全

機
能

を
有
す
る

施
設
に

属
す

る
も
の
に

限
る

。
）

及

び
早
期

に
火

災
発

生
を

感
知

す
る

設
備
（

以
下

「
火
災
感

知
設
備

」
と

い
う
。
）

並
び

に
火

災

及
び
爆

発
の

影
響

を
軽

減
す

る
機

能
を
有

す
る

も
の
で
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

２
 
消

火
設

備
（

安
全

機
能

を
有

す
る
施

設
に

属
す
る
も

の
に
限

る
。
）
は
、
破

損
、
誤

作
動

又

は
誤

操
作

が
起

き
た

場
合

に
お

い
て
も
安

全
上

重
要
な
施

設
の
安

全
機

能
を
損
な

わ
な

い
も

の

第
１

項
に

つ
い

て
，

以
下

に
よ

り
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

・
共

用
に

お
い

て
も

第
１

貯
蔵

系
の

床
面

積
に

変
更

は
な

い
こ

と
，

及
び

廃
棄

物
管

理
施

設
か

ら

受
け

入
れ

る
雑

固
体

は
，

管
理

区
域

か
ら

発
生

す
る

フ
ィ

ル
タ

エ
レ

メ
ン

ト
，

ウ
ェ

ス
，

ゴ
ム

手
袋

等
で

あ
り

，
こ

れ
ま

で
第

１
貯

蔵
系

で
受

け
入

れ
て

き
た

雑
固

体
と

同
様

の
雑

固
体

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

取
り

扱
う

可
燃

物
に

変
更

は
な

い
た

め
，

既
許

可
の

設
備

で
要

求
を
満
足

す

る
。

 

第
２

項
に

つ
い

て
，

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
設

備
の

変
更

が
な

い
た

め
。
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第
２
表
 

本
変
更
に

よ
る
事

業
指
定
基

準
規
則

（
第

二
条

か
ら

第
二

十
七

条
）

へ
の

適
合

性
の

確
認

結
果

に
つ

い
て

 

 
事
業
指

定
基
準

規
則

 
適

合
性

の
確

認
結

果
 

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

（
安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

の
地

盤
）

 

第
六
条

 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は
、

次
条

第
二
項
の

規
定
に

よ
り

算
定
す
る

地
震

力
（

安
全

機
能
を

有
す

る
施

設
の

う
ち

、
地

震
の
発

生
に

よ
っ
て
生

ず
る
お

そ
れ

が
あ
る
そ

の
安

全
機

能

の
喪
失

に
起

因
す

る
放

射
線

に
よ

る
公
衆

へ
の

影
響
の
程

度
が
特

に
大

き
い
も
の

（
以

下
「

耐

震
重
要

施
設

」
と

い
う

。
）

に
あ

っ
て
は

、
同

条
第
三
項

に
規
定

す
る

基
準
地
震

動
に

よ
る

地

震
力
を

含
む

。
）

が
作

用
し

た
場

合
に
お

い
て

も
当
該
安

全
機
能

を
有

す
る
施
設

を
十

分
に

支

持
す
る

こ
と

が
で

き
る

地
盤

に
設

け
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

２
 
耐

震
重

要
施

設
は

、
変

形
し

た
場
合

に
お

い
て
も
そ

の
安
全

機
能

が
損
な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

地
盤

に
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。

 

３
 
耐

震
重

要
施

設
は

、
変

位
が

生
ず
る

お
そ

れ
が
な
い

地
盤
に

設
け

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
施

設
の

地
盤

に
変

更
が

な
い

た
め

。
 

（
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

）
 

第
七
条

 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は
、

地
震

力
に
十
分

に
耐
え

る
こ

と
が
で
き

る
も

の
で

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

２
 
前

項
の

地
震

力
は

、
地

震
の

発
生
に

よ
っ

て
生
ず
る

お
そ
れ

が
あ

る
安
全
機

能
を

有
す

る
施

設
の

安
全

機
能

の
喪

失
に

起
因

す
る
放
射

線
に

よ
る
公
衆

へ
の
影

響
の

程
度
に
応

じ
て

算
定

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 
耐

震
重

要
施

設
は

、
そ

の
供

用
中
に

当
該

耐
震
重
要

施
設
に

大
き

な
影
響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
地

震
に

よ
る

加
速

度
に

よ
っ
て
作

用
す

る
地
震
力

（
以
下

「
基

準
地
震
動

に
よ

る
地

震

力
」

と
い

う
。
）

に
対

し
て

安
全

機
能
が

損
な

わ
れ
る
お

そ
れ
が

な
い

も
の
で
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

４
 
耐

震
重

要
施

設
は

、
前

項
の

地
震
の

発
生

に
よ
っ
て

生
ず
る

お
そ

れ
が
あ
る

斜
面

の
崩

壊
に

対
し

て
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お
そ
れ

が
な

い
も
の
で

な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。

 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
受

け
入

れ
る

雑
固

体
や

取
り

扱
う

貯
蔵

容
器

に
関

し
て

変
更

が
な

い

た
め

。
 

（
津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
止

）
 

第
八
条

 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は
、

そ
の

供
用
中
に

当
該
安

全
機

能
を
有
す

る
施

設
に

大
き

な
影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

津
波
（

以
下

「
基
準
津

波
」
と

い
う

。
）
に
対

し
て

安
全

機

能
が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の
で

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
施

設
の

設
置

さ
れ

る
敷

地
に

変
更

が
な

い
た

め
。

 

（
外
部

か
ら

の
衝

撃
に

よ
る

損
傷

の
防
止

）
 

第
九
条

 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は
、

想
定

さ
れ
る
自

然
現
象

（
地

震
及
び
津

波
を
除

く
。

次

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

が
発

生
し

た
場
合

に
お

い
て
も
安

全
機
能

を
損

な
わ
な
い

も
の

で
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

２
 
安

全
上

重
要

な
施

設
は

、
当

該
安
全

上
重

要
な
施
設

に
大
き

な
影

響
を
及
ぼ

す
お
そ

れ
が

あ

る
と

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
に

よ
り
当
該

安
全

上
重
要
な

施
設
に

作
用

す
る
衝
撃

及
び

設
計

基

準
事

故
時

に
生

ず
る

応
力

を
適

切
に
考
慮

し
た

も
の
で
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

３
 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

、
工
場

等
内

又
は
そ
の

周
辺
に

お
い

て
想
定
さ

れ
る

再
処

理
施

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
自

然
現

象
及

び
人

為
事

象
か

ら
防

護
す

る
施

設

に
変

更
が

な
い

た
め

。
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第
２
表
 

本
変
更
に

よ
る
事

業
指
定
基

準
規
則

（
第

二
条

か
ら

第
二

十
七

条
）

へ
の

適
合

性
の

確
認

結
果

に
つ

い
て

 

 
事
業
指

定
基
準

規
則

 
適

合
性

の
確

認
結

果
 

設
の

安
全

性
を

損
な

わ
せ

る
原

因
と
な
る

お
そ

れ
が
あ
る

事
象
で

あ
っ

て
人
為
に

よ
る

も
の

（
故

意
に

よ
る

も
の

を
除

く
。
）

に
対
し

て
安

全
機
能
を

損
な
わ

な
い

も
の
で
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

（
再
処

理
施

設
へ

の
人

の
不

法
な

侵
入
等

の
防

止
）

 

第
十
条

 
工

場
等

に
は

、
再

処
理

施
設
へ

の
人

の
不
法
な

侵
入
、

再
処

理
施
設
に

不
正

に
爆

発
性

又
は
易

燃
性

を
有

す
る

物
件

そ
の

他
人
に

危
害

を
与
え
、

又
は
他

の
物

件
を
損
傷

す
る

お
そ

れ

が
あ
る

物
件

が
持

ち
込

ま
れ

る
こ

と
及
び

不
正

ア
ク
セ
ス

行
為
（

不
正

ア
ク
セ
ス

行
為

の
禁

止

等
に
関

す
る

法
律

（
平

成
十

一
年

法
律
第

百
二

十
八
号
）

第
二
条

第
四

項
に
規
定

す
る

不
正

ア

ク
セ
ス

行
為

を
い

う
。
）

を
防

止
す
る
た

め
の

設
備
を
設

け
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
設

備
に

変
更

が
な

い
た

め
。

 

（
溢
水

に
よ

る
損

傷
の

防
止

）
 

第
十
一

条
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設
は

、
再

処
理
施
設

内
に
お

け
る

溢
水
が
発

生
し

た
場

合
に

お
い
て

も
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
も
の

で
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
施

設
の

変
更

が
な

い
た

め
。

 

（
化
学

薬
品

の
漏

え
い

に
よ

る
損

傷
の
防

止
）

 

第
十
二

条
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設
は

、
再

処
理
施
設

内
に
お

け
る

化
学
薬
品

の
漏

え
い

が
発

生
し
た

場
合

に
お

い
て

も
安

全
機

能
を
損

な
わ

な
い
も
の

で
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
施

設
の

変
更

が
な

い
た

め
。

 

（
誤
操

作
の

防
止

）
 

第
十
三

条
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設
は

、
誤

操
作
を
防

止
す
る

た
め

の
措
置
を

講
じ

た
も

の
で

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 
安

全
上

重
要

な
施

設
は

、
容

易
に
操

作
す

る
こ
と
が

で
き
る

も
の

で
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
施

設
の

変
更

が
な

い
た

め
。

 

（
安
全

避
難

通
路

等
）

 

第
十
四
条

 
再

処
理

施
設

に
は

、
次
に
掲

げ
る

設
備
を
設

け
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

一
 
そ

の
位

置
を

明
確

か
つ

恒
久

的
に
表

示
す

る
こ
と
に

よ
り
容

易
に

識
別
で
き

る
安

全
避

難

通
路

 

二
 
照

明
用

の
電

源
が

喪
失

し
た

場
合
に

お
い

て
も
機
能

を
損
な

わ
な

い
避
難
用

の
照

明
 

三
 
設

計
基

準
事

故
が

発
生

し
た

場
合
に

用
い

る
照
明
（

前
号
の

避
難

用
の
照
明

を
除

く
。
）

及
び

そ
の

専
用

の
電

源
 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
設

備
の

変
更

が
な

い
た

め
。

 

（
安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

）
 

第
十
五

条
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設
は

、
そ

の
安
全
機

能
の
重

要
度

に
応
じ
て

、
そ

の
機

能
が

確
保
さ

れ
た

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
安

全
上

重
要

な
施

設
は

、
機

械
又
は

器
具

の
単
一
故

障
（
単

一
の

原
因
に
よ

っ
て

一
つ

の
機

械
又

は
器

具
が

所
定

の
安

全
機
能

を
失
う

こ
と

（
従
属
要

因
に
よ

る
多

重
故
障
を

含
む

。
）

を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

が
発

生
し

た
場
合

に
お

い
て
も
そ

の
機
能

を
損

な
わ
な
い

も
の

で
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

、
設
計

基
準

事
故
時
及

び
設
計

基
準

事
故
に
至

る
ま

で
の

間
に

想
定

さ
れ

る
全

て
の

環
境

条
件
に

お
い
て

、
そ

の
安
全
機

能
を
発

揮
す

る
こ
と
が

で
き

る
も

の

第
１

項
か

ら
第

６
項

に
つ

い
て

，
以

下
に

よ
り

適
合

性
に

影
響

は
な

い
。

 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
受

け
入

れ
る

雑
固

体
や

主
な

放
射

性
物

質
に

変
更

が
な

い
こ

と
か

ら
，

本
条

文
に

関
連

す
る

施
設

の
変

更
が

な
い

た
め

。
 

第
７

項
に

つ
い

て
，

以
下

に
よ

り
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

・
廃

棄
物

管
理

施
設

か
ら

受
け

入
れ

る
貯

蔵
容

器
の

材
料

，
寸

法
及

び
重

量
は

，
第

１
貯

蔵
系

に
保

管
廃

棄
す

る
貯

蔵
容

器
の

範
囲

内
で

あ
る

。
 

・
廃

棄
物

管
理

施
設

か
ら

受
け

入
れ

る
貯

蔵
容

器
は

，
第

１
貯

蔵
系

に
保

管
廃

棄
す

る
前

に
貯

蔵

容
器

の
表

面
線

量
当

量
率

を
確

認
す

る
こ

と
に

よ
り

，
遮

蔽
設

計
区

分
に

基
づ

く
基

準
線

量
率

（
5
0
0
μ

Ｓ
ｖ

／
ｈ

以
下

）
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

，
保

管
廃

棄
す

る
。
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第
２
表
 

本
変
更
に

よ
る
事

業
指
定
基

準
規
則

（
第

二
条

か
ら

第
二

十
七

条
）

へ
の

適
合

性
の

確
認

結
果

に
つ

い
て

 

 
事
業
指

定
基
準

規
則

 
適

合
性

の
確

認
結

果
 

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

４
 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

、
そ
の

健
全

性
及
び
能

力
を
確

認
す

る
た
め
、

そ
の

安
全

機
能

の
重

要
度

に
応

じ
、

再
処

理
施

設
の
運
転

中
又

は
停
止
中

に
検
査

又
は

試
験
が
で

き
る

も
の

で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

、
そ
の

安
全

機
能
を
健

全
に
維

持
す

る
た
め
の

適
切

な
保

守
及

び
修

理
が

で
き

る
も

の
で

な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

６
 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

、
ポ
ン

プ
そ

の
他
の
機

器
又
は

配
管

の
損
壊
に

伴
う

飛
散

物
に

よ
り

、
そ

の
安

全
機

能
を

損
な

わ
な
い
も

の
で

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

７
 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

、
二
以

上
の

原
子
力
施

設
と
共

用
す

る
場
合
に

は
、

再
処

理
施

設
の

安
全

性
を

損
な

わ
な

い
も

の
で
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

・
廃

棄
物

管
理

施
設

か
ら

発
生

す
る

雑
固

体
の

受
入

れ
を

考
慮

し
た

場
合

の
最

大
保

管
廃

棄
能

力

到
達

ま
で

の
期

間
は

5
.
0
年

で
あ

り
，

廃
棄

物
管

理
施

設
か

ら
発

生
す

る
雑

固
体

を
受

け
入

れ

な
い

場
合

の
5
.
0
年

と
比

較
し

て
も

同
程

度
の

期
間

で
あ

り
，

必
要

な
容

量
が

確
保

で
き

る
。

 

・
共

用
に

お
い

て
も

第
１

貯
蔵

系
の

床
面

積
に

変
更

は
な

い
こ

と
，

及
び

廃
棄

物
管

理
施

設
か

ら

受
け

入
れ

る
雑

固
体

は
，
管

理
区

域
か

ら
発

生
す

る
フ

ィ
ル

タ
エ

レ
メ

ン
ト

，
ウ

ェ
ス

，
ゴ

ム
手

袋
等

で
あ

り
，

こ
れ

ま
で

第
１

貯
蔵

系
で

受
け

入
れ

て
き

た
雑

固
体

と
同

様
の

雑
固

体
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
取

り
扱

う
可

燃
物

に
変

更
は

な
い

た
め

，
共

用
す

る
火

災
感

知
設

備
及

び
消

火
設

備

に
よ

り
感

知
及

び
消

火
で

き
る

。
 

・
廃

棄
物

管
理

施
設

か
ら

受
け

入
れ

る
雑

固
体

は
，

こ
れ

ま
で

第
１

貯
蔵

系
で

受
け

入
れ

て
い

る

再
処

理
施

設
の

雑
固

体
と

同
様

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

廃
棄

物
管

理
施

設
か

ら
の

受
入

れ
に

お
い

て
も

主
な

放
射

性
物

質
に

変
更

は
な

い
た

め
，

共
用

す
る

放
射

線
サ

ー
ベ

イ
機

器
に

よ
り

第
１

貯
蔵

系
内

の
放

射
線

環
境

を
測

定
及

び
監

視
で

き
る

。
 

・
共

用
に

お
い

て
も

施
設

の
変

更
を

伴
わ

ず
，
給

電
先

に
変

更
は

な
い

た
め

，
必

要
と

な
る
電

力
及

び
燃

料
が

増
加

し
な

い
。

 

・
上

記
よ

り
，

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

で
あ

る
第

１
貯

蔵
系

，
第

１
貯

蔵
系

に
係

わ
る

火
災

感

知
設

備
及

び
消

火
設

備
，

放
射

線
監

視
設

備
の

う
ち

放
射

線
サ

ー
ベ

イ
機

器
の

一
部
並
び

に
運

転
予

備
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
共

用
に

よ
る

運
用

を
考

慮
し

て
も

安
全

性
が

損
な
わ
れ

な

い
。

 

以
上

よ
り

，
第

十
五

条
に

つ
い

て
，

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 

（
詳

細
は

，
補

足
説

明
資

料
３

を
参

照
）

 

（
運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設
計

基
準

事
故
の
拡

大
の
防

止
）

 

第
十
六

条
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設
は

、
次

に
掲
げ
る

要
件
を

満
た

す
も
の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 

一
 
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
に
お

い
て

、
パ
ラ
メ

ー
タ
を

安
全

設
計
上
許

容
さ

れ
る

範

囲
内

に
維

持
で

き
る

も
の

で
あ
る

こ
と
。

 

二
 
設

計
基

準
事

故
時

に
お

い
て

、
工
場

等
周

辺
の
公
衆

に
放
射

線
障

害
を
及
ぼ

さ
な

い
も

の

で
あ

る
こ

と
。

 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
受

け
入

れ
る

雑
固

体
や

主
な

放
射

性
物

質
に

変
更

が
な

い
こ

と
か

ら
，

本
条

文
に

関
連

す
る

事
故

等
の

選
定

結
果

に
変

更
が

な
い

た
め

。
 

（
使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

施
設

等
）

 

第
十
七

条
 

再
処

理
施

設
に

は
、

次
に
掲

げ
る

と
こ
ろ
に

よ
り
、

使
用

済
燃
料
の

受
入
施

設
（

安

全
機
能

を
有

す
る

施
設

に
属

す
る

も
の
に

限
る

。
）
及
び

貯
蔵
施

設
（

安
全
機
能

を
有

す
る

施

設
に
属

す
る

も
の

に
限

る
。
）

を
設
け
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。

 

一
 
使

用
済

燃
料

を
受

け
入

れ
、

又
は
貯

蔵
す

る
た
め
に

必
要
な

容
量

を
有
す
る

も
の

と
す

る

こ
と

。
 

二
 
冷

却
の

た
め

の
適

切
な

措
置

が
講
じ

ら
れ

て
い
る
も

の
で
あ

る
こ

と
。

 

２
 
再

処
理

施
設

に
は

、
次

に
掲

げ
る
と

こ
ろ

に
よ
り
、

製
品
貯

蔵
施

設
（
安
全

機
能

を
有

す
る

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
施

設
の

変
更

が
な

い
た

め
。
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第
２
表
 

本
変
更
に

よ
る
事

業
指
定
基

準
規
則

（
第

二
条

か
ら

第
二

十
七

条
）

へ
の

適
合

性
の

確
認

結
果

に
つ

い
て

 

 
事
業
指

定
基
準

規
則

 
適

合
性

の
確

認
結

果
 

施
設

に
属

す
る

も
の

に
限

る
。
）

を
設
け

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

 

一
 
製

品
を

貯
蔵

す
る

た
め

に
必

要
な
容

量
を

有
す
る
も

の
と
す

る
こ

と
。

 

二
 
冷

却
の

た
め

の
適

切
な

措
置

が
講
じ

ら
れ

て
い
る
も

の
で
あ

る
こ

と
。

 

（
計
測

制
御

系
統

施
設

）
 

第
十
八

条
 

再
処

理
施

設
に

は
、

次
に
掲

げ
る

と
こ
ろ
に

よ
り
、

計
測

制
御
系
統

施
設

を
設

け
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

一
 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
の

健
全
性

を
確

保
す
る
た

め
に
監

視
す

る
こ
と
が

必
要

な
パ

ラ

メ
ー

タ
は

、
運

転
時

、
停

止
時
及

び
運
転

時
の

異
常
な
過

渡
変
化

時
に

お
い
て
も

想
定

さ
れ

る
範

囲
内

に
制

御
で

き
る

も
の
と

す
る
こ

と
。

 

二
 
前

号
の

パ
ラ

メ
ー

タ
は

、
運

転
時
、

停
止

時
及
び
運

転
時
の

異
常

な
過
渡
変

化
時

に
お

い

て
も

想
定

さ
れ

る
範

囲
内

で
監
視

で
き
る

も
の

と
す
る
こ

と
。

 

三
 
設

計
基

準
事

故
が

発
生

し
た

場
合
の

状
況

を
把
握
し

、
及
び

対
策

を
講
じ
る

た
め

に
必

要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

は
、

設
計

基
準
事

故
時
に

想
定

さ
れ
る
環

境
下
に

お
い

て
、
十
分

な
測

定
範

囲
及

び
期

間
に

わ
た

り
監

視
で
き

る
も
の

と
す

る
こ
と
。

 

四
 
前

号
の

パ
ラ

メ
ー

タ
は

、
設

計
基
準

事
故

時
に
お
い

て
も
確

実
に

記
録
さ
れ

、
及

び
当

該

記
録

が
保

存
さ

れ
る

も
の

と
す
る

こ
と
。

 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
施

設
の

変
更

が
な

い
た

め
。

 

（
安
全

保
護

回
路

）
 

第
十
九

条
 

再
処

理
施

設
に

は
、

次
に
掲

げ
る

と
こ
ろ
に

よ
り
、

安
全

保
護
回
路

（
安

全
機

能
を

有
す
る

施
設

に
属

す
る

も
の

に
限

る
。
以

下
こ

の
条
に
お

い
て
同

じ
。
）
を
設
け

な
け

れ
ば

な

ら
な
い

。
 

一
 
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

及
び
設

計
基

準
事
故
が

発
生
し

た
場

合
に
お
い

て
、

こ
れ

ら

の
異

常
な

状
態

を
検

知
し

、
こ
れ

ら
の
核

的
、

熱
的
及
び

化
学
的

制
限

値
を
超
え

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
の

設
備

の
作

動
を
速

や
か
に

、
か

つ
、
自
動

的
に
開

始
さ

せ
る
も
の

と
す

る
こ

と
。

 

二
 
火

災
、

爆
発

そ
の

他
の

再
処

理
施
設

の
安

全
性
を
著

し
く
損

な
う

お
そ
れ
が

生
じ

た
と

き

に
、

こ
れ

ら
を

抑
制

し
、

又
は
防

止
す
る

た
め

の
設
備
（

前
号
に

規
定

す
る
も
の

を
除

く
。
）

の
作

動
を

速
や

か
に

、
か

つ
、
自

動
的

に
開
始
さ

せ
る
も

の
と

す
る
こ
と

。
 

三
 
計

測
制

御
系

統
施

設
の

一
部

を
安
全

保
護

回
路
と
共

用
す
る

場
合

で
あ
っ
て

、
単

一
故

障

が
生

じ
た

場
合

に
お

い
て

も
当
該

安
全
保

護
回

路
の
安
全

保
護
機

能
が

失
わ
れ
な

い
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
設

備
の

変
更

が
な

い
た

め
。

 

（
制
御

室
等

）
 

第
二
十

条
 

再
処

理
施

設
に

は
、

次
に
掲

げ
る

と
こ
ろ
に

よ
り
、

制
御

室
（
安
全

機
能

を
有

す
る

施
設
に

属
す

る
も

の
に

限
る

。
以

下
こ
の

条
に

お
い
て
同

じ
。
）

を
設

け
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

一
 
再

処
理

施
設

の
健

全
性

を
確

保
す
る

た
め

に
必
要
な

パ
ラ
メ

ー
タ

を
監
視
で

き
る

も
の

と

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
設

備
の

変
更

が
な

い
た

め
。
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第
２
表
 

本
変
更
に

よ
る
事

業
指
定
基

準
規
則

（
第

二
条

か
ら

第
二

十
七

条
）

へ
の

適
合

性
の

確
認

結
果

に
つ

い
て

 

 
事
業
指

定
基
準

規
則

 
適

合
性

の
確

認
結

果
 

す
る

こ
と

。
 

二
 
主

要
な

警
報

装
置

及
び

計
測

制
御
系

統
設

備
を
有
す

る
も
の

と
す

る
こ
と
。

 

三
 
再

処
理

施
設

の
外

の
状

況
を

把
握
す

る
設

備
を
有
す

る
も
の

と
す

る
こ
と
。

 

２
 
分

離
施

設
、

精
製

施
設

そ
の

他
必
要

な
施

設
に
は
、

再
処
理

施
設

の
健
全
性

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
監

視
す
る
た

め
の

設
備
及
び

再
処
理

施
設

の
安
全
性

を
確

保
す

る

た
め

に
必

要
な

操
作

を
手

動
に

よ
り
行
う

こ
と

が
で
き
る

設
備
を

設
け

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 
設

計
基

準
事

故
が

発
生

し
た

場
合
に

再
処

理
施
設
の

安
全
性

を
確

保
す
る
た

め
の
措

置
を

と

る
た

め
、

従
事

者
が

支
障

な
く

制
御
室
に

入
り

、
又
は
一

定
期
間

と
ど

ま
り
、
か

つ
、

当
該

措

置
を

と
る

た
め

の
操

作
を

行
う

こ
と
が
で

き
る

よ
う
、
次

の
各
号

に
掲

げ
る
場
所

の
区

分
に

応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

設
備

を
設
け
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。

 

一
 
制

御
室

及
び

そ
の

近
傍

並
び

に
有
毒

ガ
ス

の
発
生
源

の
近
傍

 
工

場
等
内
に

お
け

る
有

毒

ガ
ス

の
発

生
を

検
出

す
る

た
め
の

装
置
及

び
当

該
装
置
が

有
毒
ガ

ス
の

発
生
を
検

出
し

た
場

合
に

制
御

室
に

お
い

て
自

動
的
に

警
報
す

る
た

め
の
装
置

 

二
 
制

御
室

及
び

こ
れ

に
連

絡
す

る
通
路

並
び

に
運
転
員

そ
の
他

の
従

事
者
が
制

御
室

に
出

入

り
す

る
た

め
の

区
域

 
遮

蔽
壁
そ

の
他
の

適
切

に
放
射
線

か
ら
防

護
す

る
た
め
の

設
備

、
気

体
状

の
放

射
性

物
質

及
び

制
御
室

外
の
火

災
又

は
爆
発
に

よ
り
発

生
す

る
有
毒
ガ

ス
に

対
し

換
気

設
備

を
隔

離
す

る
た

め
の
設

備
そ
の

他
の

従
事
者
を

適
切
に

防
護

す
る
た
め

の
設

備
 

（
廃
棄

施
設

）
 

第
二
十

一
条

 
再

処
理

施
設

に
は

、
運
転

時
に

お
い
て
、

周
辺
監

視
区

域
の
外
の

空
気

中
の

放
射

性
物
質

の
濃

度
及

び
液

体
状

の
放

射
性
物

質
の

海
洋
放
出

に
起
因

す
る

線
量
を
十

分
に

低
減

で

き
る
よ

う
、

再
処

理
施

設
に

お
い

て
発
生

す
る

放
射
性
廃

棄
物
を

処
理

す
る
能
力

を
有

す
る

放

射
性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
（

安
全

機
能
を

有
す

る
施
設
に

属
す
る

も
の

に
限
り
、

放
射

性
廃

棄

物
を
保

管
廃

棄
す

る
施

設
を

除
く

。
）
を

設
け

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
施

設
の

変
更

が
な

い
た

め
。

 

（
保
管

廃
棄

施
設

）
 

第
二
十

二
条

 
再

処
理

施
設

に
は

、
次
に

掲
げ

る
と
こ
ろ

に
よ
り

、
放

射
性
廃
棄

物
の

保
管

廃
棄

施
設
（

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

に
属
す

る
も

の
に
限
る

。
）
を

設
け

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

一
 
放

射
性

廃
棄

物
を

保
管

廃
棄

す
る
た

め
に

必
要
な
容

量
を
有

す
る

も
の
と
す

る
こ

と
。

 

二
 
冷

却
の

た
め

の
適

切
な

措
置

が
講
じ

ら
れ

て
い
る
も

の
で
あ

る
こ

と
。

 

第
１

項
第

一
号

に
つ

い
て

，
以

下
に

よ
り

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 

・
廃

棄
物

管
理

施
設

か
ら

発
生

す
る

雑
固

体
の

受
入

れ
を

考
慮

し
た

場
合

の
最

大
保

管
廃

棄
能

力

到
達

ま
で

の
期

間
は

5
.
0
年

と
な

り
，

廃
棄

物
管

理
施

設
か

ら
発

生
す

る
雑

固
体

を
受
け

入
れ

な
い

場
合

の
5
.
0
年

と
比

較
し

て
も

同
程

度
の

期
間

で
あ

り
，

必
要

な
容

量
が

確
保

で
き

る
。

 

第
１

項
第

二
号

に
つ

い
て

，
以

下
に

よ
り

適
合

性
に

影
響

は
な

い
。

 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

号
に

関
連

す
る

設
備

の
変

更
が

な
い

。
 

以
上

よ
り

，
第

二
十

二
条

に
つ

い
て

，
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

（
詳

細
は

，
補

足
説

明
資

料
４

を
参

照
）

 

（
放
射

線
管

理
施

設
）

 

第
二
十
三

条
 
工

場
等

に
は

、
放

射
線
か

ら
放

射
線
業
務

従
事
者

を
防

護
す
る
た

め
、
放

射
線

管

理
施
設

を
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 
放

射
線

管
理

施
設

に
は

、
放

射
線
管

理
に

必
要
な
情

報
を
制

御
室

そ
の
他
当

該
情
報

を
伝

達

第
１

項
に

つ
い

て
，

以
下

に
よ

り
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

・
廃

棄
物

管
理

施
設

か
ら

受
け

入
れ

る
雑

固
体

は
，

こ
れ

ま
で

第
１

貯
蔵

系
で

受
け

入
れ

て
い

る

再
処

理
施

設
の

雑
固

体
と

同
様

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

廃
棄

物
管

理
施

設
か

ら
の

受
入
れ
に

お
い

て

も
主

な
放

射
性

物
質

に
変

更
は

な
い

た
め

，
共

用
す

る
放

射
線

サ
ー

ベ
イ

機
器

に
よ
り
第

１
貯

蔵
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第
２
表
 

本
変
更
に

よ
る
事

業
指
定
基

準
規
則

（
第

二
条

か
ら

第
二

十
七

条
）

へ
の

適
合

性
の

確
認

結
果

に
つ

い
て

 

 
事
業
指

定
基
準

規
則

 
適

合
性

の
確

認
結

果
 

す
る

必
要

が
あ

る
場

所
に

表
示

で
き
る
設

備
（

安
全
機
能

を
有
す

る
施

設
に
属
す

る
も

の
に

限

る
。
）
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 

系
内

の
放

射
線

環
境

を
測

定
及

び
監

視
で

き
る

。
 

 第
２

項
に

つ
い

て
，

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

項
に

関
連

す
る

設
備

の
変

更
が

な
い

。
 

（
監
視

設
備

）
 

第
二
十

四
条

 
再

処
理

施
設

に
は

、
運
転

時
、

停
止
時
、

運
転
時

の
異

常
な
過
渡

変
化

時
及

び
設

計
基
準

事
故

時
に

お
い

て
、

当
該

再
処
理

施
設

及
び
そ
の

境
界
付

近
に

お
け
る
放

射
性

物
質

の

濃
度
及

び
線

量
を

監
視

し
、

及
び

測
定
し

、
並

び
に
設
計

基
準
事

故
時

に
お
け
る

迅
速

な
対

応

の
た
め

に
必

要
な

情
報

を
制

御
室

そ
の
他

当
該

情
報
を
伝

達
す
る

必
要

が
あ
る
場

所
に

表
示

で

き
る
設

備
（

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設
に

属
す

る
も
の
に

限
る
。
）
を

設
け
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
受

け
入

れ
る

雑
固

体
や

主
な

放
射

性
物

質
に

変
更

が
な

い
こ

と
か

ら
，

本
条

文
に

関
連

す
る

事
故

等
の

選
定

結
果

に
変

更
が

な
い

た
め

。
 

（
保
安

電
源

設
備

）
 

第
二
十

五
条

 
再

処
理

施
設

は
、

安
全
上

重
要

な
施
設
が

そ
の
機

能
を

維
持
す
る

た
め

に
必

要
と

な
る
電

力
を

当
該

安
全

上
重

要
な

施
設
に

供
給

す
る
た
め

、
電
力

系
統

に
連
系
し

た
も

の
で

な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 
再
処

理
施

設
に

は
、

非
常

用
電
源
設

備
（

安
全
機
能

を
有
す

る
施

設
に
属
す

る
も

の
に

限

る
。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
を

設
け

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

３
 
保

安
電

源
設

備
（

安
全

機
能

を
有
す

る
施

設
へ
電
力

を
供
給

す
る

た
め
の
設

備
を

い
う

。
）

は
、

電
線

路
及

び
非

常
用

電
源

設
備
か
ら

安
全

機
能
を
有

す
る
施

設
へ

の
電
力
の

供
給

が
停

止

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、

機
器

の
損
壊
、

故
障

そ
の
他
の

異
常
を

検
知

す
る
と
と

も
に

、
そ

の

拡
大

を
防

止
す

る
も

の
で

な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

４
 
再

処
理

施
設

に
接

続
す

る
電

線
路
の

う
ち

少
な
く
と

も
二
回

線
は

、
当
該
再

処
理

施
設

に
お

い
て

受
電

可
能

な
も

の
で

あ
り

、
か
つ
、

そ
れ

に
よ
り
当

該
再
処

理
施

設
を
電
力

系
統

に
連

系

す
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

５
 
非

常
用

電
源

設
備

及
び

そ
の

附
属
設

備
は

、
多
重
性

を
確
保

し
、

及
び
独
立

性
を

確
保

し
、

そ
の

系
統

を
構

成
す

る
機

械
又

は
器
具
の

単
一

故
障
が
発

生
し
た

場
合

で
あ
っ
て

も
、

運
転

時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
又

は
設

計
基
準
事

故
時

に
お
い
て

安
全
上

重
要

な
施
設
及

び
設

計
基

準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

が
そ
の
機

能
を

確
保
す
る

た
め
に

十
分

な
容
量
を

有
す

る
も

の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
設

備
の

変
更

が
な

い
た

め
。

 

（
緊
急

時
対

策
所

）
 

第
二
十

六
条

 
工

場
等

に
は

、
設

計
基
準

事
故

が
発
生
し

た
場
合

に
適

切
な
措
置

を
と

る
た

め
、

緊
急
時

対
策

所
を

制
御

室
以

外
の

場
所
に

設
け

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

２
 
緊

急
時

対
策

所
及

び
そ

の
近

傍
並
び

に
有

毒
ガ
ス
の

発
生
源

の
近

傍
に
は
、

有
毒
ガ

ス
が

発

生
し

た
場

合
に

適
切

な
措

置
を

と
る
た
め

、
工

場
等
内
に

お
け
る

有
毒

ガ
ス
の
発

生
を

検
出

す

る
た

め
の

装
置

及
び

当
該

装
置

が
有
毒
ガ

ス
の

発
生
を
検

出
し
た

場
合

に
緊
急
時

対
策

所
に

お

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
施

設
の

変
更

が
な

い
た

め
。
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第
２
表
 

本
変
更
に

よ
る
事

業
指
定
基

準
規
則

（
第

二
条

か
ら

第
二

十
七

条
）

へ
の

適
合

性
の

確
認

結
果

に
つ

い
て

 

 
事
業
指

定
基
準

規
則

 
適

合
性

の
確

認
結

果
 

い
て

自
動

的
に

警
報

す
る

た
め

の
装
置
そ

の
他

の
適
切
に

防
護
す

る
た

め
の
設
備

を
設

け
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
通
信

連
絡

設
備

）
 

第
二
十

七
条

 
工

場
等

に
は

、
設

計
基
準

事
故

が
発
生
し

た
場
合

に
お

い
て
工
場

等
内

の
人

に
対

し
必
要

な
指

示
が

で
き

る
よ

う
、

警
報
装

置
（

安
全
機
能

を
有
す

る
施

設
に
属
す

る
も

の
に

限

る
。
）
及

び
多

様
性

を
確

保
し

た
通
信
連

絡
設

備
（
安
全

機
能
を

有
す

る
施
設
に

属
す

る
も

の

に
限
る

。
）

を
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
工

場
等

に
は

、
設

計
基

準
事

故
が
発

生
し

た
場
合
に

お
い
て

再
処

理
施
設
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

が
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡
が
で

き
る

よ
う
、
多

様
性
を

確
保

し
た
専
用

通
信

回
線

を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

以
下

に
よ

り
適

合
性

に
影

響
は

な
い

。
 

・
施

設
の

変
更

を
伴

わ
ず

，
本

条
文

に
関

連
す

る
設

備
の

変
更

が
な

い
た

め
。

 

備
考
：
本
表

の
適

合
性

の
確

認
結

果
を
も

っ
て

，
再
処

理
事
業

変
更
許

可
申
請
書

 
添

付
書

類
六

 
1
.
9
 

再
処

理
施

設
に

関
す

る
「

再
処

理
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」
へ
の

適
合

性
に

反
映

し
て

い
る

。
な
お

，
既
許

可
に

お
け
る
適

合
の
た

め
の

設
計
方
針

の
記

載
を

変
更

す
る

必
要

が
な

い
場

合
は

，
既

許
可

の
記

載
の

ま
ま

と
し

て
い

る
。
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２章 補足説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39



再
処

理
施

設
安

全
審

査
整

理
資

料
資

料
リ

ス
ト

令
和

４
年

７
月

８
日

R
4

名
称

提
出

日
R

e
v

補
足

説
明

資
料

1
第

２
低

レ
ベ

ル
廃

棄
物

貯
蔵

系
第

１
貯

蔵
系

共
用

に
関

す
る

考
え

方
に

つ
い

て
2
0
2
2
/
7
/
8

5
・
誤

記
修

正

補
足

説
明

資
料

2
第

２
低

レ
ベ

ル
廃

棄
物

貯
蔵

系
第

１
貯

蔵
系

  
遮

蔽
等

（
第

三
条

）
へ

の
適

合
性

の
確

認
結

果
に

つ
い

て
2
0
2
2
/
6
/
3
0

1

補
足

説
明

資
料

3
第

２
低

レ
ベ

ル
廃

棄
物

貯
蔵

系
第

１
貯

蔵
系

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

（
第

十
五

条
）
へ

の
適

合
性

の
確

認
結

果
に

つ
い

て
2
0
2
2
/
7
/
8

4
・
最

大
保

管
廃

棄
能

力
到

達
期

間
の

最
新

化

補
足

説
明

資
料

4
第

２
低

レ
ベ

ル
廃

棄
物

貯
蔵

系
第

１
貯

蔵
系

保
管

廃
棄

施
設

（
第

二
十

二
条

）
へ

の
適

合
性

の
確

認
結

果
に

つ
い

て
2
0
2
2
/
7
/
8

2
・
最

大
保

管
廃

棄
能

力
到

達
期

間
の

最
新

化

再
処

理
施

設
の

第
２

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
貯

蔵
系

の
一

部
の

共
用

に
係

る
変

更

備
考

資
料

N
o
.

再
処

理
施

設
安

全
審

査
補

足
説

明
資

料
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令和４年７月８日 R5 

 

 

 

 

 

補足説明資料 1 

41



 

 

 

 

 

 

 

第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系 

共用に関する考え方について 
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補 1－1 

 

１．目的 

 再処理事業所には，事業規則の異なる再処理施設，廃棄物管理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設の３事業，３施設がある。集中立地の特徴を活か

し，必要な機能を有する設備を互いに共用することとしている。 

 本資料では，第１貯蔵系について，第１貯蔵系を選定した理由及び共

用する際の共用範囲の考え方について整理する。 

 

２．第１貯蔵系を選定した理由 

   廃棄物管理施設との共用にあたり，再処理施設にて低レベル固体廃棄

物を貯蔵することができる設備は以下である。 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備 保管対象 施設区分 
廃樹脂貯蔵系 廃樹脂 未しゅん工 

ハル・エンドピース貯蔵系 ハル 
エンドピース 未しゅん工 

チャンネルボックス・ 
バーナブルポイズン貯蔵系 

チャンネルボックス 
バーナブルポイズン 未しゅん工 

第１低レベル廃棄物貯蔵系 
雑固体 

低レベル濃縮廃液の

固化体 
しゅん工 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 
低レベル廃棄物貯蔵系 雑固体 しゅん工 

第２低レベル廃棄物貯蔵系 
（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 
 

低レベル濃縮廃液の

処理物及び固化体 
廃溶媒の処理物 
雑固体の処理物 

雑固体 

第１貯蔵系 しゅん工 

第２貯蔵系 未しゅん工 

第４低レベル廃棄物貯蔵系 
雑固体 

低レベル濃縮廃液の

固化体 
しゅん工 
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補 1－2 

 

上記のうち，以下の理由により第１貯蔵系を選定した。 

 雑固体が保管廃棄できる設備であること。 

 しゅん工施設である廃棄物管理施設の雑固体を保管廃棄する観点

から，同様にしゅん工している設備であること。 

 十分な量の保管廃棄が見込めること。 

 他事業の雑固体を同一の建屋に集約することで以下のとおり管理

が容易になること。 

  ・他事業の廃棄物を複数建屋に保管廃棄する場合，取り違い等が

発生する可能性があるため，建屋を限定することで管理が容易

になる。 

・ＭＯＸ燃料加工施設とも共用している同一の建屋に集約するこ

とで，どの事業の雑固体がどの場所に保管廃棄されているかの

管理が容易になる。 

・将来施設への搬出，運搬も同一建屋から事業単位毎に実施する

ことが容易になる。 

 

３．共用する際の共用範囲の考え方 

（１）共用範囲の考え方 

本変更において，廃棄物管理施設には雑固体の保管廃棄能力が必要で

あり，そのために直接必要とする機能を有する設備である第１貯蔵系を

共用する。 

また，「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業許可基準規則」という。）に適合するために必要な設備又

は運用を明確にし，必要な設備については，再処理施設と共用する。 
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補 1－3 

 

（２）事業許可基準規則に必要な設備 

第1貯蔵系について，事業許可基準規則に適合するために必要な設備

について整理すると以下となる。（括弧内は適合に必要な条文又は項） 

（詳細は添付資料１参照） 

・第1貯蔵系（第六条，第十一条第2項，第十七条第2項） 

・第1貯蔵系に係わる火災感知設備及び消火設備（第四条第二号） 

・人の容易な侵入を防止できる柵等※（第九条） 

・放射線監視設備のうち放射線サーベイ機器の一部（第十六条第一

号） 

・個人管理用設備※（第十六条第一号） 

・屋外モニタリング設備※（第十六条第二号） 

・運転予備用ディーゼル発電機（第十八条） 

※既許可で共用している設備のため，今回の共用範囲としては申請しな

い。 
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対
象
条
文
の
一
覧
表
（
第
二
条
か
ら
第
十
九
条
）
（
1
/
5
）

既
許
可
で
共
用
済
み
の
設
備

（
再
処
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

本
文
記
載
の
設
備
）

設
備

（
設
備
が
該
当
な
し
の
場
合
は
そ
の
理
由
)

運
用

※
：
適
合
に
必
要
な
設
備
に
該
当

し
な
い
共
用
設
備

要
否

否
の
理
由

第
１

項

廃
棄

物
管

理
施

設
は

、
当

該
廃

棄
物

管
理

施
設

か
ら
の

直
接
線

及
び

ス
カ

イ
シ

ャ
イ

ン
線

に
よ

る
事

業
所

周
辺

の
線
量

を
十
分

に
低

減
で

き
る

よ
う

遮
蔽

そ
の

他
適

切
な

措
置

を
講

じ
た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

【
遮
蔽
そ
の
他
適
切
な
措
置
】

・
第
１
貯
蔵
系
を
収
納
す
る
第
２
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
貯
蔵
建
屋

・
第
１
貯
蔵
系
に
保
管
廃
棄
す
る
前
に
貯
蔵
容
器
の

表
面
線
量
当
量
率

を
測
定
し
，
遮
蔽
設
計
区
分
に
基
づ
く
基
準
線
量
率

（
5
0
0
μ
Ｓ
ｖ
／
ｈ

以
下
）
を
満
足
す
る
固
体
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る

。
－

－
否

建
屋
は
建
物
の
区
分
で
あ
る
た
め
，
事
業
許
可
申
請
書

本
文
の
記
載
事
項
と
し
て
の
設
備
扱
い
で
は
な
い
こ
と

か
ら
，
設
備
の
共
用
に
該
当
し
な
い
。

第
２

項

廃
棄

物
管

理
施

設
は

、
放

射
線

障
害

を
防

止
す

る
必
要

が
あ
る

場
合

に
は

、
管

理
区

域
そ

の
他

事
業

所
内

の
人

が
立
ち

入
る
場

所
に

お
け

る
線

量
を

低
減

で
き

る
よ

う
、

遮
蔽

そ
の
他

適
切
な

措
置

を
講

じ
た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

【
遮
蔽
そ
の
他
適
切
な
措
置
】

・
第
１
貯
蔵
系
を
収
納
す
る
第
２
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
貯
蔵
建
屋

・
第
１
貯
蔵
系
に
保
管
廃
棄
す
る
前
に
貯
蔵
容
器
の

表
面
線
量
当
量
率

を
測
定
し
，
遮
蔽
設
計
区
分
に
基
づ
く
基
準
線
量
率

（
5
0
0
μ
Ｓ
ｖ
／
ｈ

以
下
）
を
満
足
す
る
固
体
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る

。
－

－
否

建
屋
は
建
物
の
区
分
で
あ
る
た
め
，
事
業
許
可
申
請
書

本
文
の
記
載
事
項
と
し
て
の
設
備
扱
い
で
は
な
い
こ
と

か
ら
，
設
備
の
共
用
に
該
当
し
な
い
。

第
三

条
閉

じ
込

め
の

機
能

－

廃
棄

物
管

理
施

設
は

、
放

射
性

廃
棄

物
を

限
定

さ
れ
た

区
域
に

適
切

に
閉

じ
込

め
る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

【
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
適
切
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
】

・
固
体
廃
棄
物
を
金
属
製
の
容
器
に
封
入
し
た
雑
固
体
で
あ
る
た
め
，

放
射
性
廃
棄
物
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
は
な
い
。
よ
っ
て
，
負

圧
状
態
に
維
持
す
る
の
た
め
の
換
気
設
備
等
は
不
要
で
あ
る
。

第
１
貯
蔵
系
に
お
け
る
固
体
廃
棄
物
の
運
搬
は
，
落

下
防
止
機
能
を
持

つ
吊
具
を
使
用
す
る
。

－
－

否

対
象
設
備
な
し
。

廃
棄

物
管

理
施

設
は

、
火

災
又

は
爆

発
に

よ
り

当
該
廃

棄
物
管

理
施

設
の

安
全

性
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

、
次

に
掲
げ

る
措
置

を
適

切
に

組
み

合
わ

せ
た

措
置

を
講

じ
た

も
の

で
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

－
－

－
－

－
－

－

一
 
火

災
及

び
爆

発
の

発
生

を
防

止
す

る
こ

と
。

【
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
】

・
第
１
貯
蔵
系
を
収
納
す
る
第
２
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
貯
蔵
建
屋
内
の
設

備
に
は
，
実
用
上
可
能
な
限
り
不
燃
性
又
は
難
燃
性
材
料
を
使
用
。

・
火
災
防
護
計
画
の
策
定
に
よ
る
火
災
区
域
の
管
理

，
可
燃
物
の
管
理

な
ど
。

・
火
花
が
可
燃
物
に
引
火
し
な
い
よ
う
，
固
体
廃
棄

物
を
金
属
製
の
容

器
に
封
入
す
る
。
な
お
，
第
１
貯
蔵
系
で
は
，
着
火

源
の
排
除
が
必
要

な
設
備
は
使
用
し
て
い
な
い
。

－
－

否

第
１
貯
蔵
系
に
限
ら
ず
，
共
通
的
な
設
計
方
針
で
あ
る

た
め
，
追
加
す
る
共
用
設
備
は
な
し
。

－

二
 
火

災
及

び
爆

発
の

発
生

を
早

期
に

感
知
し

、
及

び
消
火
す

る
こ

と
。

【
早
期
に
感
知
し
消
火
す
る
こ
と
】

・
火
災
感
知
設
備
の
一
部

・
消
火
設
備
の
一
部

・
共
用
す
る
第
１
貯
蔵
系
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合

，
再
処
理
施
設
か

ら
安
全
指
令
一
斉
放
送
に
て
火
災
の
発
生
が
再
処
理

施
設
及
び
廃
棄
物

管
理
施
設
に
周
知
さ
れ
，
廃
棄
物
管
理
施
設
と
し
て

早
期
に
感
知
し
及

び
消
火
す
る
こ
と
が
可
能
。

・
な
お
，
安
全
指
令
一
斉
放
送
を
発
出
す
る
ペ
ー
ジ

ン
グ
装
置
は

既
許

可
に
て
共
用
済
み
で
あ
る
。

・
消
火
水
供
給
設
備
※

・
消
火
栓
設
備
の
一
部
※

・
防
火
水
槽
の
一
部
※

・
火
災
感
知
設
備
の
一
部

・
消
火
設
備
の
一
部

要

安
全
指
令
一
斉
放
送
に
発
出
す
る
ペ
ー
ジ
ン
グ
装
置

は
，
第
十
九
条
に
お
け
る
既
許
可
で
共
用
済
み
の
設
備

と
し
て
整
理
。

－

三
 
火

災
及

び
爆

発
の

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
。

【
影
響
を
軽
減
す
る
こ
と
】

・
第
１
貯
蔵
系
を
収
納
す
る
第
２
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
貯
蔵
建
屋
の
耐
火

壁
等
。

－
－

－
否

建
屋
は
建
物
の
区
分
で
あ
る
た
め
，
事
業
許
可
申
請
書

本
文
の
記
載
事
項
と
し
て
の
設
備
扱
い
で
は
な
い
こ
と

か
ら
，
設
備
の
共
用
に
該
当
し
な
い
。

第
１

項

廃
棄

物
管

理
施

設
は

、
次

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り
算

定
す
る

地
震

力
（

安
全

上
重

要
な

施
設

に
あ

っ
て

は
、

同
条
第

三
項
の

地
震

力
を

含
む

。
）

が
作

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も
当

該
廃
棄

物
管

理
施

設
を

十
分

に
支

持
す

る
こ

と
が

で
き

る
地
盤

に
設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

【
廃
棄
物
管
理
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
】

・
第
１
貯
蔵
系
を
収
納
す
る
第
２
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
貯
蔵
建
屋
を
十
分

に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
。

－
－

－
否

地
盤
は
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
該
当
し
な
い
た

め
，
事
業
許
可
申
請
書
本
文
の
記
載
事
項
と
し
て
の
設

備
扱
い
で
は
な
い
こ
と
か
ら
，
設
備
の
共
用
に
該
当
し

な
い
。

第
２

項
第

３
項

２
安

全
上

重
要

な
施

設
は

、
変

形
し

た
場

合
に

お
い

て
も
そ

の
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
地

盤
に
設

け
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
３

安
全

上
重

要
な

施
設

は
、

変
位

が
生

ず
る

お
そ
れ

が
な
い

地
盤

に
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

【
変
形
し
た
場
合
に
お
い
て
も
そ
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ

が
な
い
地
盤
】

・
第
１
貯
蔵
系
は
，
安
全
上
重
要
な
施
設
で
は
な
い
こ
と
か
ら
，
当
該

要
求
事
項
に
は
該
当
し
な
い
。

【
変
位
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
地
盤
】

・
第
１
貯
蔵
系
は
，
安
全
上
重
要
な
施
設
で
は
な
い
こ
と
か
ら
，
当
該

要
求
事
項
に
は
該
当
し
な
い
。

－
－

－
否

対
象
設
備
な
し
。

第
四

条
火

災
等

に
よ

る
損

傷
の

防
止

第
五

条
廃

棄
物

管
理

施
設

の
地

盤

条
・

項
条

文

適
合
に
必
要
な
設
備
又
は
運
用

追
加
す
る
共
用
設
備
の
要
否

（
第
１
貯
蔵
系
を
除
く
）

第
二

条
遮

蔽
等

新
た
に
共
用
す
る
設
備

補足説明資料１－添付資料１
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対
象
条
文
の
一
覧
表
（
第
二
条
か
ら
第
十
九
条
）
（
2
/
5
）

既
許
可
で
共
用
済
み
の
設
備

（
再
処
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

本
文
記
載
の
設
備
）

設
備

（
設
備
が
該
当
な
し
の
場
合
は
そ
の
理
由
)

運
用

※
：
適
合
に
必
要
な
設
備
に
該
当

し
な
い
共
用
設
備

要
否

否
の
理
由

条
・

項
条

文

適
合
に
必
要
な
設
備
又
は
運
用

追
加
す
る
共
用
設
備
の
要
否

（
第
１
貯
蔵
系
を
除
く
）

新
た
に
共
用
す
る
設
備

第
１

項
第

２
項

１
廃

棄
物

管
理

施
設

は
、

地
震

力
に

十
分

に
耐

え
る

こ
と
が

で
き

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

前
項

の
地

震
力

は
、

地
震

の
発

生
に

よ
っ

て
生

ず
る
お
そ

れ
が

あ
る

廃
棄

物
管

理
施

設
の

安
全

機
能

の
喪

失
に
起

因
す
る

放
射

線
に

よ
る

公
衆

へ
の

影
響

の
程

度
に

応
じ

て
算
定
し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

【
地
震
力
に
十
分
に
耐
え
る
こ
と
】

・
第
１
貯
蔵
系

※
第
２
項
に
つ
い
て
は
第
１
項
の
地
震
力
に
対
す
る
条
件
を
要
求
し
て

お
り
，
第
１
項
と
同
一
の
要
求
で
あ
る
。

－
－

－
否

地
震
力
に
十
分
に
耐
え
る
こ
と
は
，
第
１
貯
蔵
系
に
限

ら
ず
，
共
通
的
な
設
計
方
針
で
あ
る
た
め
，
追
加
す
る

共
用
設
備
な
し
。

第
３

項
第

４
項

３
安

全
上

重
要

な
施

設
は

、
そ

の
供

用
中

に
当

該
安

全
上
重

要
な

施
設

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る
地

震
に
よ

る
加

速
度

に
よ

っ
て

作
用

す
る

地
震

力
に

対
し

て
安
全

機
能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

４
安

全
上

重
要

な
施

設
は

、
前

項
の

地
震

の
発

生
に

よ
っ
て

生
ず

る
お

そ
れ

が
あ

る
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

安
全
機

能
が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

【
地
震
に
よ
る
加
速
度
に
よ
っ
て
作
用
す
る
地
震
力
に
対
し
て
安
全
機

能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
】

・
第
１
貯
蔵
系
は
，
安
全
上
重
要
な
施
設
で
は
な
い
こ
と
か
ら
，
当
該

要
求
事
項
に
は
該
当
し
な
い
。

【
前
項
の
地
震
の
発
生
に
よ
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
斜
面
の
崩
壊

に
対
し
て
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
】

・
第
１
貯
蔵
系
は
，
安
全
上
重
要
な
施
設
で
は
な
い
こ
と
か
ら
，
当
該

要
求
事
項
に
は
該
当
し
な
い
。

－
－

－
否

対
象
設
備
な
し
。

第
七

条
津

波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
－

廃
棄

物
管

理
施

設
は

、
そ

の
供

用
中

に
当

該
廃

棄
物
管

理
施
設

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

津
波

に
対
し

て
安
全

性
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
も

の
で

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

【
津
波
に
対
し
て
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
】

・
津
波
か
ら
防
護
す
る
施
設
は
安
全
上
重
要
な
施
設
を
対
象
と
し
て
い

る
が
，
共
用
す
る
第
１
貯
蔵
系
は
，
安
全
上
重
要
な
施
設
で
は
な
い
こ

と
か
ら
，
当
該
要
求
事
項
に
は
該
当
し
な
い
。

－
－

－
否

対
象
設
備
な
し
。

第
八

条
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

第
１

項
第

２
項

廃
棄

物
管

理
施

設
は

、
想

定
さ

れ
る

自
然

現
象

地
震

及
び
津

波
を

除
く

。
）

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

安
全
性

を
損
な

わ
な

い
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

廃
棄

物
管

理
施

設
は

、
事

業
所

又
は

そ
の

周
辺
に

お
い
て

想
定

さ
れ

る
当

該
廃

棄
物

管
理

施
設

の
安

全
性

を
損
な

わ
せ
る

原
因

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

象
で

あ
っ

て
人

為
に
よ

る
も
の

（
故

意
に

よ
る

も
の

を
除

く
。

）
に

対
し

て
安

全
性
を

損
な
わ

な
い

も
の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

【
自
然
現
象
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
こ

と
】

・
第
１
貯
蔵
系
を
収
納
す
る
第
２
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
貯
蔵
建
屋

【
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て
安
全

性
を
損
な
わ
な
い
こ
と
】

・
第
１
貯
蔵
系
を
収
納
す
る
第
２
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
貯
蔵
建
屋

・
自
然
現
象
及
び
人
為
に
よ
る
事
象
に
対
し
て
機
能

を
維
持
す
る
こ
と

若
し
く
は
そ
れ
ら
に
よ
る
損
傷
を
考
慮
し
て
代
替
設

備
に
よ
り
必
要
な

機
能
を
確
保
す
る
こ
と
，
安
全
上
支
障
の
な
い
期
間

で
の
修
理
を
行
う

こ
と
又
は
そ
れ
ら
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
り
，
そ
の
安
全

機
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。

－
－

否

建
屋
は
建
物
の
区
分
で
あ
る
た
め
，
事
業
許
可
申
請
書

本
文
の
記
載
事
項
と
し
て
の
設
備
扱
い
で
は
な
い
こ
と

か
ら
，
設
備
の
共
用
に
該
当
し
な
い
。

第
九

条
廃

棄
物

管
理

施
設

へ
の

人
の

不
法
な

侵
入

等
の

防
止

－

事
業

所
に

は
、

廃
棄

物
管

理
施

設
へ

の
人

の
不

法
な
侵

入
廃

棄
物

管
理

施
設

に
不

正
に

爆
発

性
又

は
易

燃
性

を
有
す

る
物
件

そ
の

他
人

に
危

害
を

与
え

又
は

他
の

物
件

を
損

傷
す

る
お
そ

れ
が

あ
る

物
件

が
持

ち
込

ま
れ

る
こ

と
及

び
不

正
ア
ク

セ
ス
行

為
（

不
正

ア
ク

セ
ス

行
為

の
禁

止
等

に
関

す
る

法
律
（

平
成
十

一
年

法
律

第
百

二
十

八
号

）
第

二
条

第
四

項
に

規
定
す

る
不
正

ア
ク

セ
ス

行
為

を
い

う
。

）
を

防
止

す
る
た

め
の

設
備
を
設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

【
人
の
不
法
な
侵
入
等
を
防
止
】

・
人
の
容
易
な
侵
入
を
防
止
で
き
る
柵
等

－

・
人
の
容
易
な
侵
入
を
防
止
で
き

る
柵
等

－
否

既
許
可
に
て
共
用
済
み
の
た
め
，
追
加
す
る
共
用
設
備

は
な
し
。

第
十

条
核

燃
料

物
質

の
臨

界
防

止
－

廃
棄

物
管

理
施

設
は

、
核

燃
料

物
質

が
臨

界
に

達
す
る

お
そ
れ

が
あ

る
場

合
に

は
、

臨
界

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要
な
措
置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

【
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
】

廃
棄
物
管
理
施
設
で
発
生
す
る
固
体
廃
棄
物
は
臨
界
の
お
そ
れ
は
な
い

こ
と
か
ら
，
当
該
要
求
事
項
に
は
該
当
し
な
い
。

－
－

－
否

対
象
設
備
な
し
。

第
六

条
地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
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対
象
条
文
の
一
覧
表
（
第
二
条
か
ら
第
十
九
条
）
（
3
/
5
）

既
許
可
で
共
用
済
み
の
設
備

（
再
処
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

本
文
記
載
の
設
備
）

設
備

（
設
備
が
該
当
な
し
の
場
合
は
そ
の
理
由
)

運
用

※
：
適
合
に
必
要
な
設
備
に
該
当

し
な
い
共
用
設
備

要
否

否
の
理
由

条
・

項
条

文

適
合
に
必
要
な
設
備
又
は
運
用

追
加
す
る
共
用
設
備
の
要
否

（
第
１
貯
蔵
系
を
除
く
）

新
た
に
共
用
す
る
設
備

第
１

項

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、

そ
の

安
全

機
能

の
重
要

度
に
応

じ
て

、
そ

の
機

能
が

確
保

さ
れ

た
も

の
で

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

【
安
全
機
能
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
そ
の
機
能
を
確
保
す
る
こ
と
】

・
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
で
あ
る
第
１
貯
蔵
系

－
－

－
否

第
１
貯
蔵
系
に
限
ら
ず
，
共
通
的
な
設
計
方
針
で
あ
る

た
め
，
追
加
す
る
共
用
設
備
は
な
し
。

第
２

項

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

を
他

の
原

子
力

施
設

と
共
用

し
、
又

は
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
に

属
す

る
設

備
を

一
の
廃

棄
物
管

理
施

設
に

お
い

て
共

用
す

る
場

合
に

は
、

廃
棄

物
管
理

施
設
の

安
全

性
を

損
な

わ
な

い
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

【
共
用
に
よ
り
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
こ
と
】

・
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
で
あ
る
第
１
貯
蔵
系

・
火
災
感
知
器
の
一
部

・
消
火
設
備
の
一
部

・
放
射
線
サ
ー
ベ
イ
機
器
の
一
部

※
既
許
可
に
て
共
用
済
の
設
備
に
つ
い
て
は
，
本
項
に
適
合
済
み
で
あ

る
た
め
，
除
い
て
い
る
。

－

・
電
気
設
備
の
一
部
※

・
一
般
圧
縮
空
気
系
※

・
給
水
処
理
設
備
の
一
部
※

・
一
般
蒸
気
系
※

（
他
条
文
で
共
用
済
の
設
備
は
除

く
）

・
第
１
貯
蔵
系

・
火
災
感
知
設
備
の
一
部

・
消
火
設
備
の
一
部

・
放
射
線
サ
ー
ベ
イ
機
器
の
一
部

要
－

第
３

項

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、

当
該

施
設

の
安

全
機
能

を
確
認

す
る

た
め

の
検

査
又

は
試

験
及

び
当

該
安

全
機

能
を
健

全
に
維

持
す

る
た

め
の

保
守

又
は

修
理

が
で

き
る
も

の
で

な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

【
安
全
機
能
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
又
は
試
験
及
び
当
該
安
全
機
能

を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
の
保
守
又
は
修
理
が
で
き
る
こ
と
】

・
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
で
あ
る
第
１
貯
蔵
系

－
－

－
否

第
１
貯
蔵
系
に
限
ら
ず
，
共
通
的
な
設
計
方
針
で
あ
る

た
め
，
追
加
す
る
共
用
設
備
は
な
し
。

第
４

項

安
全

上
重

要
な

施
設

又
は

当
該

施
設

が
属

す
る

系
統
は

、
廃
棄

物
管

理
施

設
の

安
全

性
を

確
保

す
る

機
能

を
維

持
す
る

た
め
に

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、

多
重

性
を

有
し
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。

【
安
全
性
を
確
保
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
，
多
重
性
を
有
す
る
こ
と
】

・
第
１
貯
蔵
系
は
，
安
全
上
重
要
な
施
設
で
は
な
い
こ
と
か
ら
，
当
該

要
求
事
項
に
は
該
当
し
な
い
。

－
－

－
否

対
象
設
備
な
し
。

第
十

二
条

設
計
最

大
評

価
事

故
時

の
放

射
線

障
害

の
防

止
－

廃
棄

物
管

理
施

設
は

、
設

計
最

大
評

価
事

故
（

安
全
設

計
上
想

定
さ

れ
る

事
故

の
う

ち
公

衆
が

被
ば

く
す

る
線

量
を

評
価
し

た
結

果
、

そ
の

線
量

が
最

大
と

な
る

も
の

を
い

う
。
）

が
発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
事

業
所

周
辺

の
公

衆
に

放
射
線

障
害
を

及
ぼ

さ
な

い
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

【
設
計
最
大
評
価
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
事
業
所
周
辺
の

公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
】

廃
棄
物
管
理
施
設
で
は
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
の
う
ち
，
放
射

性
物
質
を
外
部
に
放
出
す
る
可
能
性
の
あ
る
事
故
は
な
い
と
評
価
し
て

お
り
，
共
用
す
る
第
１
貯
蔵
系
も
放
射
性
物
質
の
放
出
源
と
な
ら
な
い

こ
と
か
ら
，
当
該
要
求
事
項
に
は
該
当
し
な
い
。

－
－

－
否

対
象
設
備
な
し
。

第
十

三
条

処
理
施

設
－

廃
棄

物
管

理
施

設
に

は
、

必
要

に
応

じ
て

、
次

に
掲
げ

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
核

原
料

物
質

、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子
炉

の
規
制

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

昭
和

三
十

二
年

政
令

第
三
百

二
十
四

号
）

第
三

十
二

条
第

二
号

に
規

定
す

る
処

理
を

行
う
た

め
の
施

設
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
一

受
け

入
れ

る
放

射
性

廃
棄

物
を

処
理

す
る

た
め

に
必
要

な
能

力
を

有
す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
二

処
理

に
伴

い
生

じ
た

放
射

性
廃

棄
物

を
排

出
す

る
場
合

は
、

周
辺

監
視

区
域

の
外

の
空

気
中

及
び

周
辺

監
視
区

域
の
境

界
に

お
け

る
水

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

を
十

分
に
低

減
で
き

る
よ

う
、

廃
棄

施
設

に
接

続
す

る
排

気
口

の
設

置
そ
の

他
の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

【
処
理
を
行
う
た
め
の
施
設
】

廃
棄
物
管
理
施
設
は
，
最
終
的
な
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
，
ガ
ラ
ス

固
化
体
を
安
全
に
管
理
す
る
施
設
で
あ
り
「
処
理
を
行
う
た
め
の
施
設

（
他
事
業
者
か
ら
受
け
入
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す
る
施
設
）
」

に
は
あ
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
，
当
該
要
求
事
項
に
は
該
当
し
な
い
。

－
－

－
否

対
象
設
備
な
し
。

第
十

四
条

管
理
施

設
－

廃
棄

物
管

理
施

設
に

は
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ
り

、
放
射

性
廃

棄
物

を
管

理
す

る
施

設
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

一
放

射
性

廃
棄

物
を

管
理

す
る

た
め

に
必

要
な

容
量
を
有

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

二
管

理
す

る
放

射
性

廃
棄

物
の

性
状

を
考

慮
し

、
適
切
な

方
法

に
よ

り
当

該
放

射
性

廃
棄

物
を

保
管

す
る

も
の

と
す
る
こ

と
。 三

放
射

性
廃

棄
物

の
崩

壊
熱

及
び

放
射

線
の

照
射
に
よ
り

発
生

す
る

熱
に

よ
っ

て
過

熱
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
は
、
冷

却
の

た
め

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

【
放
射
性
廃
棄
物
を
管
理
す
る
施
設
】

第
１
貯
蔵
系
で
保
管
廃
棄
す
る
も
の
は
固
体
廃
棄
物
で
あ
り
，
既
許
可

に
お
い
て
本
条
文
の
管
理
対
象
と
し
て
い
る
ガ
ラ
ス
固
化
体
で
は
な
い

こ
と
か
ら
，
当
該
要
求
事
項
に
は
該
当
し
な
い
。

－
－

－
否

対
象
設
備
な
し
。

第
十

一
条

安
全
機

能
を

有
す

る
施

設
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対
象
条
文
の
一
覧
表
（
第
二
条
か
ら
第
十
九
条
）
（
4
/
5
）

既
許
可
で
共
用
済
み
の
設
備

（
再
処
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

本
文
記
載
の
設
備
）

設
備

（
設
備
が
該
当
な
し
の
場
合
は
そ
の
理
由
)

運
用

※
：
適
合
に
必
要
な
設
備
に
該
当

し
な
い
共
用
設
備

要
否

否
の
理
由

条
・

項
条

文

適
合
に
必
要
な
設
備
又
は
運
用

追
加
す
る
共
用
設
備
の
要
否

（
第
１
貯
蔵
系
を
除
く
）

新
た
に
共
用
す
る
設
備

第
１

項

廃
棄

物
管

理
施

設
に

は
、

必
要

に
応

じ
て

放
射

性
廃

棄
物
を

限
定

さ
れ

た
区

域
に

閉
じ

込
め

る
機

能
そ

の
他

の
機
能

が
確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

適
切

に
監

視
す

る
こ

と
が

で
き
る

計
測
制

御
系

統
施

設
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

【
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
そ
の
他
の

機
能
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
適
切
に
監
視
す
る
こ
と
】

・
固
体
廃
棄
物
を
金
属
製
の
容
器
に
封
入
し
た
雑
固
体
で
あ
る
た
め
、

放
射
性
廃
棄
物
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
は
な
い
。
よ
っ
て
，
放

射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
監
視
す
る
設

備
は
不
要
で
あ
る
。

・
第
1
貯
蔵
系
は
固
体
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
で
あ
り
，
温
度
等

を
監
視
す
る
必
要
は
な
く
，
そ
の
他
の
機
能
を
監
視
す
る
設
備
は
不
要

で
あ
る
。

－
－

－
否

対
象
設
備
な
し
。

第
２

項

廃
棄

物
管

理
施

設
に

は
、

安
全

設
計

上
想

定
さ

れ
る
事

故
に
よ

り
当

該
廃

棄
物

管
理

施
設

の
安

全
性

を
損

な
う

お
そ
れ

が
生
じ

た
と

き
、

次
条

第
二

号
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

若
し
く

は
線
量

が
著

し
く

上
昇

し
た

と
き

又
は

廃
棄

施
設

か
ら

放
射
性

廃
棄
物

が
著

し
く

漏
え

い
す

る
お

そ
れ

が
生

じ
た

と
き

に
、
こ

れ
ら
を

確
実

に
検

知
し

て
速

や
か

に
警

報
す

る
設

備
を

設
け

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。

【
安
全
上
想
定
さ
れ
る
事
故
等
を
検
知
し
て
速
や
か
に
警
報
す
る
こ

と
】

・
第
１
貯
蔵
系
で
は
，
ガ
ラ
ス
固
化
体
の
管
理
に
対
す
る
安
全
性
の
確

保
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
は
想
定
さ

れ
な
い
。
ま
た
，
固
体
廃
棄
物
を
金
属
製
の
容
器
に
封
入
し
た
雑
固
体

を
建
屋
内
で
取
り
扱
う
こ
と
か
ら
放
射
性
物
質
の
濃
度
若
し
く
は
線
量

の
著
し
い
上
昇
及
び
廃
棄
施
設
か
ら
放
射
性
廃
棄
物
が
著
し
く
漏
え
い

す
る
お
そ
れ
は
な
い
。
よ
っ
て
，
検
知
し
て
速
や
か
に
警
報
す
る
設
備

は
不
要
で
あ
る
。

－
－

－
否

対
象
設
備
な
し
。

－

事
業

所
に

は
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

放
射
線

管
理
施

設
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
－

－
－

－
－

－

【
線
量
を
監
視
し
、
及
び
管
理
す
る
設
備
】

・
台
帳
等
を
使
用
し
た
出
入
管
理

・
第
一
貯
蔵
系
に
入
域
し
、
廃
棄
物
管
理
施
設
か
ら

発
生
し
た
雑
固
体

の
保
管
廃
棄
及
び
管
理
に
係
る
作
業
を
実
施
す
る
放

射
線
業
務
従
事
者

は
，

台
帳
等
を
使
用
し
た
出
入
管
理
を
行
う
。

・
北
換
気
筒
管
理
建
屋
の
出
入
管

理
設
備
※

－
否

台
帳
等
を
使
用
し
た
出
入
管
理
を
行
う
た
め
，
追
加
す

る
共
用
設
備
は
な
し
。

【
線
量
を
監
視
し
、
及
び
管
理
す
る
設
備
】

・
放
射
線
サ
ー
ベ
イ
機
器
の
一
部

※
雑
固
体
は
保
管
廃
棄
前
に
表
面
線
量
当
量
率
を
測
定
し
，
そ
の
後
の

線
量
変
動
の
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
か
ら
，
第
１
貯
蔵
系
等
の
保
管
廃
棄

施
設
は
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
に
よ
る
線
量
当
量
率
の
常
時
監
視
は
不
要
で

あ
る
。

・
放
射
線
サ
ー
ベ
イ
機
器
を
使
用
し
て
，
定
期
的
に

第
１
貯
蔵
系
内
の

線
量
当
量
率
を
測
定
す
る
。
測
定
結
果
に
つ
い
て
は

，
第
三
号
要
求
で

あ
る
管
理
区
域
入
口
付
近
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り

，
廃
棄
物
管
理
施

設
側
に
お
い
て
認
知
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

－

・
放
射
線
サ
ー
ベ
イ
機
器
の
一
部

要
－

【
線
量
を
監
視
し
、
及
び
管
理
す
る
設
備
】

・
個
人
管
理
用
設
備

－

・
個
人
線
量
計

・
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ

―
否

既
許
可
に
て
共
用
済
み
の
た
め
，
追
加
す
る
共
用
設
備

は
な
し
。

－

二
 
事

業
所

及
び

そ
の

境
界

付
近

に
お

け
る

放
射

性
物
質

の
濃

度
及

び
線

量
を

監
視

し
、

及
び

測
定

す
る
設

備
を

設
け
る
こ

と
。

【
濃
度
及
び
線
量
を
監
視
し
、
及
び
測
定
す
る
設
備
】

・
屋
外
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

－

・
積
算
線
量
計

・
気
象
観
測
設
備
の
一
部
※

―
否

屋
外
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
は
積
算
線
量
計
が
該
当
す
る

が
，
既
許
可
で
共
用
済
み
で
あ
る
た
め
，
追
加
す
る
共

用
設
備
は
な
し
。

－

三
(
公

衆
に

対
す

る
要

求
を

除
く

)
放

射
線

か
ら

公
衆

及
び

放
射

線
業

務
従

事
者

を
防

護
す

る
た

め
、

必
要

な
情

報
を

適
切

な
場

所
に

表
示

す
る
設

備
を
設
け
る

こ
と

。

【
必
要
な
情
報
を
適
切
な
場
所
に
表
示
す
る
設
備
】

・
運
用
で
担
保
す
る
た
め
，
無
し
。

・
管
理
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当

量
率
，
空
気
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
床
面
等
の
放
射
性
物
質
の

表
面
密
度
を
管
理

区
域
入
口
付
近
に
表
示
す
る
。

－
－

否

運
用
で
担
保
す
る
た
め
，
追
加
す
る
共
用
設
備
は
な

し
。

－

三
(
公

衆
に

対
す

る
要

求
)

放
射

線
か

ら
公

衆
及

び
放

射
線

業
務

従
事

者
を

防
護
す

る
た

め
、

必
要

な
情

報
を

適
切

な
場

所
に

表
示

す
る
設

備
を
設
け
る

こ
と

。

【
必
要
な
情
報
を
適
切
な
場
所
に
表
示
す
る
設
備
】

・
運
用
で
担
保
す
る
た
め
，
無
し
。

・
廃
棄
物
管
理
施
設
か
ら
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
る
放

射
性
物
質
の
濃
度

及
び
量
や
，
周
辺
監
視
区
域
境
界
付
近
に
お
け
る
空

間
放
射
線
量
及
び

空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
又
は
そ
れ
ら
を
換
算

し
て
得
ら
れ
る
被

ば
く
線
量
を
従
業
者
が
安
全
に
認
識
で
き
る
場
所
に

表
示
す
る
。

－
－

否

運
用
で
担
保
す
る
た
め
，
追
加
す
る
共
用
設
備
は
な

し
。

－

一
 
放

射
線

か
ら

放
射

線
業

務
従

事
者

を
防

護
す

る
た
め

、
線

量
を

監
視

し
、

及
び

管
理

す
る
設

備
を

設
け

る
こ

と
。

第
十

五
条

計
測
制

御
系

統
施

設

第
十

六
条

放
射
線

管
理

施
設
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対
象
条
文
の
一
覧
表
（
第
二
条
か
ら
第
十
九
条
）
（
5
/
5
）

既
許
可
で
共
用
済
み
の
設
備

（
再
処
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

本
文
記
載
の
設
備
）

設
備

（
設
備
が
該
当
な
し
の
場
合
は
そ
の
理
由
)

運
用

※
：
適
合
に
必
要
な
設
備
に
該
当

し
な
い
共
用
設
備

要
否

否
の
理
由

条
・

項
条

文

適
合
に
必
要
な
設
備
又
は
運
用

追
加
す
る
共
用
設
備
の
要
否

（
第
１
貯
蔵
系
を
除
く
）

新
た
に
共
用
す
る
設
備

第
１

項

廃
棄

物
管

理
施

設
に

は
、

周
辺

監
視

区
域

の
外

の
空
気

中
及
び

周
辺

監
視

区
域

の
境

界
に

お
け

る
水

中
の

放
射

性
物
質

の
濃
度

を
十

分
に

低
減

で
き

る
よ

う
、

必
要

に
応

じ
て

、
当
該

廃
棄
物

管
理

施
設

に
お

い
て

発
生

す
る

放
射

性
廃

棄
物

を
処
理

す
る
能

力
を

有
す

る
廃

棄
施

設
（

放
射

性
廃

棄
物

を
保

管
廃
棄

す
る
施

設
を

除
く

）
を

設
け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

【
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す
る
能
力
を
有
す
る
廃
棄
施
設
】

・
第
１
貯
蔵
系
は
，
気
体
又
は
液
体
の
処
理
施
設
で
は
な
く
，
放
射
性

廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
施
設
で
あ
る
た
め
，
本
条
の
当
該
要
求
事
項

に
は
該
当
し
な
い
。

－

・
北
換
気
筒
の
支
持
構
造
物
※

－
否

対
象
設
備
な
し
。

第
２

項

廃
棄

物
管

理
施

設
に

は
、

十
分

な
容

量
を

有
す

る
放
射

性
廃
棄

物
を

保
管

廃
棄

す
る

施
設

を
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
【
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
施
設
】

・
第
１
貯
蔵
系

－
－

・
第
１
貯
蔵
系

否

本
変
更
に
よ
り
共
用
す
る
た
め
。

第
十

八
条

予
備
電

源
－

廃
棄

物
管

理
施

設
に

は
、

外
部

電
源

系
統

か
ら

の
電
気

の
供
給

が
停

止
し

た
場

合
に

お
い

て
監

視
設

備
そ

の
他

必
要

な
設
備

に
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
予

備
電

源
を

設
け

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。

【
監
視
設
備
そ
の
他
必
要
な
設
備
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
予
備
電

源
】

・
運
転
予
備
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

－
－

・
運
転
予
備
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機

要
－

第
１

項

事
業

所
に

は
、

安
全

設
計

上
想

定
さ

れ
る

事
故

が
発
生

し
た
場

合
に

お
い

て
事

業
所

内
の

人
に

対
し

必
要

な
指

示
が
で

き
る
よ

う
、

警
報

装
置

及
び

通
信

連
絡

設
備

を
設

け
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。

【
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
警
報
装
置
及
び

通
信
連
絡
設
備
】

・
ガ
ラ
ス
固
化
体
の
管
理
に
対
す
る
安
全
性
の
確
保
に
影
響
を
及
ぼ
す

よ
う
な
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
は
，
共
用
す
る
第
１
貯
蔵
系
で

は
想
定
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
，
当
該
要
求
事
項
に
は
該
当
し
な
い
。

－

・
ペ
ー
ジ
ン
グ
装
置

・
所
内
携
帯
電
話
※

－
否

ペ
ー
ジ
ン
グ
装
置
は
，
第
十
九
条
に
お
い
て
適
合
に
必

要
な
設
備
に
該
当
し
な
い
も
の
の
，
第
四
条
の
運
用
に

お
い
て
共
用
す
る
設
備
で
あ
る
。

第
２

項

事
業

所
に

は
、

安
全

設
計

上
想

定
さ

れ
る

事
故

が
発
生

し
た
場

合
に

お
い

て
事

業
所

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
が
あ

る
場
所

と
通

信
連

絡
が

で
き

る
よ

う
、

通
信

連
絡

設
備

を
設
け
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

【
事
業
所
外
と
の
通
信
連
絡
設
備
設
備
】

・
ガ
ラ
ス
固
化
体
の
管
理
に
対
す
る
安
全
性
の
確
保
に
影
響
を
及
ぼ
す

よ
う
な
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
は
，
共
用
す
る
第
１
貯
蔵
系
で

は
想
定
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
，
当
該
要
求
事
項
に
は
該
当
し
な
い
。

－
－

－
否

対
象
設
備
な
し
。

第
３

項

廃
棄

物
管

理
施

設
に

は
、

事
業

所
内

の
人

の
退

避
の
た

め
の
設

備
を

設
け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

【
人
の
退
避
の
た
め
の
設
備
】

・
第
１
貯
蔵
系
を
収
納
す
る
第
２
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
貯
蔵
建
屋
内
の
安

全
避
難
通
路
，
誘
導
灯
及
び
非
常
灯
に
よ
り
，
事
業
所
内
の
人
が
退
避

で
き
る
。

－
－

－
否

安
全
避
難
通
路
は
建
物
の
一
部
と
し
て
設
け
ら
れ
て
お

り
，
誘
導
灯
及
び
非
常
灯
に
つ
い
て
も
，
事
業
所
内
の

人
の
退
避
の
た
め
の
設
備
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
た

め
，
追
加
す
る
共
用
設
備
は
な
し
。

第
十

七
条

廃
棄
施

設

第
十

九
条

通
信
連

絡
設

備

補足説明資料１－添付資料１
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令和４年６月 30 日 R1 

 

 

 

 

 

補足説明資料２ 
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第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系 

遮蔽等（第三条）への適合性の確認結果について
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１．目的 

  「第三条 遮蔽等 第１項 安全機能を有する施設は、運転時及び停止

時において再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周

辺の線量が十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたもので

なければならない。」及び「同条 第２項 第一号 管理区域その他工場

等内の人が立ち入る場所における線量を低減できるよう、遮蔽その他適切

な措置を講じたものとすること。」について適合性を確認する。 

 

２．再処理施設からの放射線による線量評価への影響 

  第１項の適合性について，本変更に伴う再処理施設からの放射線（直接

線及びスカイシャイン線）による線量評価への影響より確認する。 

 

２．１ 確認方法 

再処理施設からの放射線による線量は，各建屋によってもたらされる

敷地境界における線量を方位ごとに求めたうえで，方位ごとに各建屋の線

量を合算している。その結果，平成４年 12 月 24 日付け４安（核規）第

844 号をもって事業指定を受け，その後，令和２年７月 29 日付け原規規

発第 2007292 号をもって変更の許可を受けた再処理事業変更許可申請書に

おいて，最大となるのは年間約６×10－３ｍＳｖであると示している｡ 

第１貯蔵系を収納する第２低レベル廃棄物貯蔵建屋によってもたらさ

れる線量の評価においては，保管廃棄される再処理施設から発生する雑固

体を線源とし，遮蔽設計区分に基づく貯蔵室内の線量（基準線量率）と最

大保管廃棄能力に基づく雑固体の数量及び配置から直接線及びスカイシャ

イン線を評価している。 

本変更に伴い，廃棄物管理施設から発生する雑固体を第１貯蔵系に保
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管廃棄することから，遮蔽設計区分に基づく貯蔵室内の基準線量率と最大

保管廃棄能力に基づく雑固体の数量及び配置に変更がないことをもって，

直接線及びスカイシャイン線の評価への影響がないことを確認する。 

 

２．２ 確認結果 

  (1)貯蔵室内の基準線量率 

    再処理施設及び廃棄物管理施設の管理区域は，表１のとおり放射線

業務従事者等の立入頻度，立入時間を考慮して５段階に区分した遮蔽

設計区分を設け，区分に応じた基準線量率を定めている。 

再処理施設の第１貯蔵系の貯蔵室と廃棄物管理施設の固体廃棄物貯

蔵室は，表１に示す遮蔽設計区分が同一のＩ４区分であり，同じ基準

線量率（500μＳｖ／ｈ以下）で管理する雑固体を保管廃棄するため，

本変更後においても遮蔽設計区分に基づく貯蔵室内の基準線量率に変

更はない。 

  (2)雑固体の数量及び配置 

本変更後においても第１貯蔵系の最大保管廃棄能力は変更しない

ため，評価に用いる雑固体（線源）の数量及び配置に変更はない。 

 

以上より，本変更後においても第２低レベル廃棄物貯蔵建屋からの直

接線及びスカイシャイン線の評価条件に変更はない。したがって，再処理

施設からの放射線による線量（年間約６×10－３ｍＳｖ）に変更はなく，

第１項に適合していることを確認した。 

 

 

 

54



補 2－3 

表１ 遮蔽設計区分と基準線量率 

区    分 基準線量率 

管理区域外 Ｉ１：管理区域外 ≦ 2.6μＳｖ／ｈ 

管理区域内 

Ｉ２：週 48 時間以内しか立ち入らない

ところ 
≦ 10μＳｖ／ｈ 

Ｉ３：週 10 時間程度しか立ち入らない

ところ 
≦ 50μＳｖ／ｈ 

Ｉ４：週１時間程度しか立ち入らない

ところ 
≦ 500μＳｖ／ｈ 

Ｉ５：通常は立ち入らないところ ＞ 500μＳｖ／ｈ 

 

３．建屋内の遮蔽設計区分への影響 

第２項 第一号の適合性について，建屋内の遮蔽は，遮蔽設計区分に

基づく基準線量率を満足する設計としており，遮蔽設計区分に変更がなけ

れば，適合性への影響はないと判断できるため，第１貯蔵系を収納する第

２低レベル廃棄物貯蔵建屋内の遮蔽設計区分への影響を確認する。 

 

３．１ 確認方法 

２．２ (1)にて，第１貯蔵系の遮蔽設計区分に基づく貯蔵室内の基準

線量率に変更がないことを確認しているため，本変更による貯蔵室内の遮

蔽設計区分に変更がない。 

また，貯蔵室周辺についても確認する必要があり，遮蔽設計区分に基

づく貯蔵室内の基準線量率に加えて貯蔵室の最大保管廃棄能力に基づく雑

固体の数量及び配置が，遮蔽設計区分に基づく貯蔵室周辺の基準線量率に

影響するため，最大保管廃棄能力に基づく雑固体の数量及び配置に変更が

ないことにより，遮蔽設計区分に基づく貯蔵室周辺の基準線量率に変更が

55



補 2－4 

ないことを確認する。 

 

３．２ 確認結果 

２．２ (2)のとおり，本変更後においても最大保管廃棄能力に基づく

雑固体の数量及び配置に変更はないことから，遮蔽設計区分に基づく貯蔵

室周辺の基準線量率に変更はなく，本変更による貯蔵室周辺の遮蔽設計区

分に変更はない。 

また，３．１のとおり本変更による貯蔵室内の遮蔽設計区分に変更は

ないことは確認済みである。 

以上より，本変更による第２低レベル廃棄物貯蔵建屋内の遮蔽設計区

分の変更はない。したがって，第２項 第一号に適合していることを確認

した。 
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令和４年７月８日 R4 

 

 

 

 

 

補足説明資料３ 
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第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系 

安全機能を有する施設（第十五条）への適合性の確認結果について 
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１．目的 

 「第十五条 安全機能を有する施設 第７項 安全機能を有する施設は、

二以上の原子力施設と共用する場合には、再処理施設の安全性を損なわな

いものでなければならない。」について，適合性を確認する。 

 

２．確認方法 

本変更により，事業指定基準規則の各条文への適合性を確認することを

踏まえ，本条文での安全性の確認については，共用により，再処理施設の

安全性を損なわないことを確認する。 

上記については，廃棄物管理施設から受け入れる貯蔵容器を安全に取り

扱えること及び保管廃棄するために必要な容量を有していることを確認す

る。 

具体的には，以下により適合していることを確認する。 

(1) 第１貯蔵系の共用に対して 

廃棄物管理施設から受け入れる貯蔵容器（ドラム缶，ボックスパレッ

ト）と第１貯蔵系に保管廃棄する貯蔵容器を比較し，安全に取り扱うこと

ができることを確認する。 

また，廃棄物管理施設から受け入れる貯蔵容器を保管廃棄するにあたり，

遮蔽設計区分に基づく基準線量率（500μＳｖ／ｈ以下）を満足するもの

であることを確認する。 

さらに，再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物並びにＭＯＸ燃料

加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体の受入れを考慮した場合

の保管廃棄量推移によって，最大保管廃棄能力到達までの期間を求め，廃

棄物管理施設から発生する雑固体を受け入れない場合と比較しても，必要

な容量を確保できることを確認する。  
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(2) 第１貯蔵系に係わる火災感知設備及び消火設備の共用に対して 

共用する火災感知設備及び消火設備については，第１貯蔵系の床面積及

び保管廃棄する雑固体に変更がなく，取り扱う可燃物に変更がないことを

確認する。 

(3) 放射線監視設備のうち放射線サーベイ機器の一部の共用に対して 

廃棄物管理施設から受け入れる雑固体は，これまで第１貯蔵系で受け入

れている再処理施設の雑固体と同様であることから，廃棄物管理施設から

の受入れにおいても主な放射性物質に変更がないこともって，共用する放

射線サーベイ機器により第１貯蔵系内の放射線環境を測定及び監視できる

ことを確認する。 

(4) 運転予備用ディーゼル発電機の共用に対して 

共用する運転予備用ディーゼル発電機については，給電先に変更がなく，

必要となる電力及び燃料が増加しないことを確認する。 

 

３．確認結果 

(1) 第１貯蔵系の共用に対して 

第１貯蔵系に保管廃棄する貯蔵容器と廃棄物管理施設から受け入れる貯

蔵容器を比較した結果，材料，寸法及び重量は，第１貯蔵系に保管廃棄す

る貯蔵容器の範囲内であり，第１貯蔵系に保管廃棄する貯蔵容器の取扱い

に変更がないため，安全に取り扱えることを確認した。第１貯蔵系に保管

廃棄する貯蔵容器と廃棄物管理施設から受け入れる貯蔵容器の比較を表１

に示す。 

廃棄物管理施設から受け入れる貯蔵容器は，第１貯蔵系に保管廃棄する

前に貯蔵容器の表面線量当量率を確認することにより，遮蔽設計区分に基

づく基準線量率（500μＳｖ／ｈ以下）を満足していることを確認し，保
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管廃棄する。 

また，保管廃棄するために必要な容量の確認を行った結果，再処理施設

から発生する低レベル固体廃棄物並びにＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管

理施設から発生する雑固体の受入れを考慮した場合においても，最大保管

廃棄能力到達までに5.0年の期間となり，これは，廃棄物管理施設から発

生する雑固体を受け入れない場合の5.0年と比較しても同程度の期間であ

り，必要な容量が確保できることを確認した。（詳細は補足説明資料４を

参照） 

(2) 第１貯蔵系に係わる火災感知設備及び消火設備の共用に対して 

共用においても第１貯蔵系の床面積に変更はないこと，及び廃棄物管理

施設から受け入れる雑固体は，管理区域から発生するフィルタエレメント，

ウェス，ゴム手袋等であり，これまで第１貯蔵系で受け入れてきた雑固体

と同様の雑固体であることから，取り扱う可燃物に変更はないため，共用

する火災感知設備及び消火設備により感知及び消火できることを確認した。 

(3) 放射線監視設備のうち放射線サーベイ機器の一部の共用に対して 

廃棄物管理施設から受け入れる雑固体は，これまで第１貯蔵系で受け入

れている再処理施設の雑固体と同様であることから，廃棄物管理施設から

の受入れにおいても主な放射性物質に変更はないため，共用する放射線サ

ーベイ機器により第１貯蔵系内の放射線環境を測定及び監視できることを

確認した。 

(4) 運転予備用ディーゼル発電機の共用に対して 

共用においても施設の変更を伴わず，給電先に変更はないため，必要と

なる電力及び燃料が増加しないことを確認した。 

 

以上より，共用による運用を考慮しても安全性が損なわれないことから，
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第７項に適合していることを確認した。 
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令和４年７月８日 R2 

 

 

 

 

 

補足説明資料４ 
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第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系 

保管廃棄施設（第二十二条）への適合性の確認結果について 
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１．目的 

「第二十二条 保管廃棄施設 第１項 第一号 放射性廃棄物を保管廃

棄するために必要な容量を有するものとすること。」について適合性を確

認する。 

 

２．確認方法 

  再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物並びにＭＯＸ燃料加工施設

及び廃棄物管理施設から発生する雑固体の受入れを考慮した場合の保管廃

棄量推移によって，最大保管廃棄能力(約82,630本(200ℓ ドラム缶換算))

到達までの期間を求め，廃棄物管理施設から発生する雑固体を受け入れな

い場合と比較し，必要な容量を確保できることを確認する。 

 評価条件 

これまでの実績値，設計値等から表１に示す条件により最大保管廃

棄能力到達までの期間を算定した。 
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３．確認結果 

再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物並びにＭＯＸ燃料加工施設

及び廃棄物管理施設から発生する雑固体の受入れを考慮した場合の保管廃

棄量推移（図１参照）のとおり，最大保管廃棄能力(約82,630本)到達まで

の期間は5.0年＊ (2027年５月満杯)となり，これは，廃棄物管理施設から

発生する雑固体を受け入れない場合の5.0年と比較しても同程度の期間で

あり，必要な容量が確保できることから，第１項第一号に適合しているこ

とを確認した。 

また，再処理事業の開始(1999年12月)から最大保管廃棄能力到達までは

約27年分となる。 

＊：事業変更許可申請書には，端数処理し約５年と記載。 

 

なお，第１貯蔵系には，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発

生する雑固体，再処理施設の低レベル固体廃棄物，ＭＯＸ燃料加工施設か

ら発生した雑固体及び廃棄物管理施設から発生した雑固体を保管廃棄でき

る。第１貯蔵系の最大保管廃棄能力は，約12,700本(200ℓ ドラム缶換算)

であるが，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する雑固体は，

低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系にも

保管廃棄でき，再処理施設の低レベル固体廃棄物及びＭＯＸ燃料加工施設

から発生した雑固体は，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系にも保管

廃棄できるため，保管状況に応じて保管廃棄場所を選定することにより，

第１貯蔵系の空き容量を確保することが可能である。 

68



補 4－4 

 

 

図
１
 

再
処
理
施

設
の

保
管
廃
棄

量
推

移
 

 

69






